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ー

i
第
十
三
世
紀
初
葉
以
前
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
内
域
都
市
と
沿
海
都
市
|
|

田

中

正

義

わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
、
愛
に
ふ
た
た
び
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
中
世
都
市
と
し
て
の
其
の
後
の
発
展
に
立
ち
返
り
、
今
や
か
の
「
ウ
イ
ン
タ

ン
l
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の
・
既
に
考
察
せ
ら
れ
た
る
略
一
一
一

O
年
成
立
の
「
第
一
部
」
〔
本
稿
第
六
八
節
〕
に
つ
官
く
「
第
二
部
」
の
成
立

時
点
た
る
一
一
四
八
年
を
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
此
の
市
の
発
展
段
階
に
つ
い
て
、
震
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

既
に
前
節
|
第
一

O
節
に
於
て
わ
れ
わ
れ
の
之
を
知
れ
る
が
ご
と
く
、
右
の
ほ
ぼ
一
一
一

O
年
よ
り
一
一
四
八
年
に
至
る
聞
に
は
、
そ

こ
に
、

二
三
五
年
に
於
け
る
・
「
第
一
部
」
の
作
成
指
令
者
へ
ン
リ
一
世
の
死
|
|
へ
ン
リ
の
妹
の
子
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
な
ら
び
に
へ
ン
リ

の
娘
マ
テ
イ
ル
ダ
な
る
、
夫
々
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
位
継
承
権
を
主
張
す
る
両
人
の
軌
れ
か
一
方
に
左
祖
す
る
・
高
位
聖
職
者
を
含
む
諸
侯

聞
の
以
後
十
八
年
に
及
ぶ
と
こ
ろ
の
内
乱
の
発
生
、
が
見
ら
れ
た
訣
で
あ
る
。

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
六
)
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然
ら
ば
、
斯
か
る
一
般
に
当
代
の
政
治
的
変
動
は
、
い
ま
、
此
の
市
に
如
何
な
る
歴
史
的
環
境
を
創
り
出
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

是
よ
り
先
、

へ
ン
リ
一
世
の
猶
未
だ
在
世
中
、

一
一
二
九
年
十
月
四
日
、
将
来
「
第
二
部
」
の
作
製
指
令
者
た
る
べ
き
・
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン

の
弟
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l
ブ
ル
ワ
(
前
出
)
は
、
伯
父
の
へ
ン
リ
一
世
に
依
っ
て
、

一
一
二
六
年
に
彼
の
就
任
し
た
る
と
こ
ろ
の
グ
ラ
ス
タ
ン

ベ
リ
の
宮
田
件
。
口
百
円
可
(
ω
D
B
2
8仲
間
宮
町
田
)
の
修
道
院
長
職
在
任
の
ま
ま
、
弱
冠
二
十
八
歳
の
身
な
が
ら
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
司
教
に
指
名
せ
ら

れ
た
。
而
し
て
そ
の
後
四
年
、

一
一
三
三
年
に
は
、

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
従
妹
マ
テ
イ
ル
ダ
は
そ
の
二
度
目
の
夫
た
る
ア
ン
デ
ュ

I
伯
ジ
ョ

フ
ロ
ア
(
前
出
)
と
の
あ
い
だ
に
将
来
へ
ン
リ
二
世
と
な
る
べ
き
男
子
ア
ン
リ
出

g
ユ
を
儲
け
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
今
や
一
一
三
五
年
十
二
万
一
日
ひ
と
た
び
へ
ン
リ
崩
殖
の
報
伝
わ
る
や
、
時
に
大
陸
プ
ロ

l
ニ
ュ
宮
己
D

四
日
に
在
っ
た
ス
テ

ィ
イ
ヴ
ン
は
、
直
ち
に
ロ
ン
ド
ン
に
急
行
、
そ
の
都
市
民
の
歓
迎
を
受
け
て
王
に
選
立
せ
ら
れ
、
次
い
で
弟
の
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

ブ
ル
ワ

の
住
す
る
と
こ
ろ
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
向
っ
た
。
此
の
市
の
指
導
的
な
都
市
民
た
ち
は
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
を
先
頭
に
、
彼
を
市
壁
外

チ
ー
フ
・
ヂ
ヤ
ス
テ
イ
タ
ア

に
温
か
く
迎
え
、
彼
を
擁
し
て
市
内
に
入
っ
た
。
彼
は
、
其
処
で
、
前
王
へ
ン
リ
一
世
の
最
高
判
官
に
し
て
王
国
の
司
法
"
財
務
行
政

ト

νジ
ヤ

リ

チ

Z

イ
ソ
パ
リ
ン

の
首
長
た
り
し
・
ソ
l
ル
ズ
ペ
リ
司
教
ロ
ジ
ャ
ア
月
。
問
。
♂
古
来
此
の
市
に
存
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
宝
蔵
の
管
理
者
た
る

ι
式
部
官

ウ
ィ
リ
ア
ム
I

オ
ヴ
1

ポ
ン
1

ド
ゥ
l

ラ
ル
シ
ュ
(
前
出
)
の
両
人
と
面
会
、
畢
に
彼
等
を
味
方
に
引
き
入
れ
る
こ
と
に
成
功
し
て
、
後
者

を
し
て
彼
の
伯
父
の
蓄
積
せ
る
・
一
説
に
は
殆
ど
拾
高
麗
に
も
達
し
た
と
言
わ
れ
る
銀
貨
、
な
ら
び
に
「
大
い
な
る
秤
量
の
・
評
債
不
可

(

m

)

 

能
な
る
金
銀
の
什
器
」
を
譲
渡
せ
し
め
た
。

然
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
、
唯
単
に
彼
自
身
己
れ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
た
ら
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
云

う
に
止
ま
り
、
元
来
王
へ
の
加
冠
な
る
こ
と
は
之
を
独
り
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
首
位
聖
職
者
な

3.ss)に
し
て
教
皇
使
節
守
主
E
C
た
る

キ
ヤ
ン
グ
ベ
リ
大
司
教
の
み
能
く
し
得
た
と
こ
ろ
の
此
の
時
代
、
時
の
大
司
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
ー
ド
ゥ
l

コ
ル
ベ
イ
ル
巧
ロ

E
B
念
。
。
ろ
色



円

HHNωjω
∞
)
は
夙
に
率
先
し
て
マ
テ
イ
ル
ダ
に
忠
誠
の
誓
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
是
よ
り
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
支
持
者
と

キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
の
大
司
教
と
の
聞
に
暫
し
論
議
が
戦
わ
さ
れ
た
。
然
し
乍
ら
、
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
が
、
現
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
在
り
、

ロ
ン

ド
ン
の
都
市
民
の
支
持
に
加
え
て
、
王
の
元
最
高
判
官
並
び
に
元
宝
蔵
長
官
、
更
に
は
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
ら
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
既
に

お
お

此
の
国
の
統
治
機
構
の
中
枢
部
を
押
え
果
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

一
方
マ
テ
イ
ル
ダ
の
方
は
、
彼
女
自
身
或
い
は
そ
の
幼
児
ア
ン
リ
の

た
め
に
主
冠
を
確
保
す
ぺ
く
目
下
折
角
「
海
峡
横
断
」
公
立
号
、
ミ
ミ
S
)
中
に
て
未
ど
に
此
の
国
土
に
歩
を
印
し
て
い
な
い
、
と
云
う
現
実
の

前
に
は
、
結
局
大
司
教
も
亦
納
得
せ
ざ
る
を
得
ず
、

へ
ン
リ
一
世
の
死
よ
り
三
週
間
後
、

一
一
三
五
年
十
二
月
廿
二
日
、
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン

は
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
シ
ス
タ
寺
院
に
於
て
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
ド
ゥ
1

コ
ル
ベ
イ
ル
に
依
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
主
と
し
て
聖

別
・
加
冠
せ
ら
れ
、
夫
れ
は
の
ち
時
の
ロ
!
?
教
皇
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
円

E
2
2音
田
園
(
ロ
∞
。
i
品

ω)
の
確
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
事
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
別
け
て
も
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
弟
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
の
有
せ
る
と
こ
ろ
の
絶
大

な
る
影
響
力
、
と
り
わ
け
教
会
に
対
す
る
彼
の
兄
の
高
潔
な
る
意
図

l
l将
来
教
会
の
自
由
を
恢
復
し
之
を
維
持
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
約

(
却
〉

束

l
lに
関
し
彼
の
輿
え
た
る
と
ミ
ろ
の
保
設
の
興
っ
て
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
う
べ
く
も
な
い
。
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
が
一
一
三
七
年
初

オ
グ
ス
フ
ォ
ド
に
召
集
せ
る
司
教
・
諸
侯
ら
直
接
受
封
者
の
大
集
会
(
ミ
さ
言
語
由

S
R
S
H
S
)
に
際
し
発
布
し
た
る
と
こ
ろ
の
、

「
神
の
恩

寵
に
依
り
て
、
聖
職
者
証
び
に
俗
人
の
同
意
の
下
に
選
ば
れ
、
キ
ヤ
ン
夕
、
へ
リ
大
司
教
に

L
て
ロ

l
マ
教
会
の
使
節
た
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
に

依
り
て
聖
別
せ
ら
れ
、

ロ
ー
マ
管
区
の
司
教
ハ
日
教
自
主
)
た
る
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
依
り
て
確
認
せ
ら
れ
た
る
所
の
、
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
の

玉
、
朕
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
」
で
始
ま
る
、
所
謂
「
自
由
に
関
す
る
オ
グ
ス
フ
ォ
ド
l

チ
ャ

i
タ
」
の
内
容
は
、
主
と
し
て
王
弟
ウ
イ
ン
チ
ス

タ
司
教
の
助
け
に
依
っ
て
い
ま
ス
テ
ィ
イ
ゲ
ン
が
教
会
と
の
聞
に
取
り
決
め
た
る
と
こ
ろ
の
協
定
を
具
体
化
し
た
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

(

劉

)

の
で
あ
る
。中

世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
六
)
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一
八
四

か
く
て
、
右
に
見
た
る
如
く
に
、
そ
の
弟
の
支
持
な
く
ぱ
或
い
は
主
位
を
確
保
せ
ん
と
す
る
彼
の
一
切
の
努
力
も
皐
に
実
を
結
ぶ
こ
と

が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
と
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
へ
ン
リ
i

オ
ヴ
l

ブ
ル
ワ
と
の
間
柄
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る

が
、
斯
か
る
両
者
の
関
係
に
は
、
然
し
乍
ら
、
そ
の
後
次
第
に
亀
裂
を
生
ず
る
に
到
っ
た
。
そ
の
抑
々
の
発
端
は
、
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
が
、

へ
ン
リ
の
忠
告
に
耳
を
講
す
こ
と
な
く
、
飽
く
ま
で
王
権
の
現
状
維
持
に
汲
々
と
し
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
。
ひ
と
た
び
内
乱
時
代
に
入
る

ゃ
、
教
会
は
ひ
ろ
く
横
領
の
恰
好
な
る
対
象
物
と
し
て
自
己
を
曝
す
こ
と
と
な
り
、
相
闘
う
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
・
マ
テ
イ
ル
ダ
両
派
の
殆
ど

す
べ
て
の
者
、

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
全
傭
兵
ハ
言
、
円

S
R
3
1
1主
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
ゥ
ル
出
身
の
i
l
l中
の
少
数
の
者
で
す
ら
、
教
会
の

権
利
を
尊
重
す
る
と
云
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
、
か
く
て
今
ぞ
教
会
関
係
者
の
眼
に
は
、
模
範
的
な
ぜ
ユ
ロ

B'氏。
2.

か
ら
最
も
悪
質
な

J
U
『円山口一九

へ
、
|
|
教
会
以
外
の
第
三
者
の
迫
害
か
ら
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
た
め
に
被
害
を
蒙
る
者
を
保
護
す
る
こ
と

さ
え
能
く
し
得
ぬ
と
こ
ろ
の
よ
宅
円

2
8べ
へ
、
と
転
化
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
敦
会
の
統
制
権
は
漸
次
彼
の
手
か
ら

滑
り
落
ち
、
「
中
部
」
の
ウ
ス
タ
・
へ
レ
ブ
ォ
ド
同
叩
B
F
a
(回
目
吋
叩
向
。
見
回
可
司
)
・
「
北
部
」
の
カ

l
ラ
イ
ル

P
ユZ
Z
(のロ

HHHZH-Ea)
・
ダ
ラ
ム

(
随
一
)

ロ戸円
E
5
3
R
Z
S
)
の
各
司
教
管
区
は
、
相
次
い
で
彼
の
敵
手
た
る
マ
テ
イ
ル
グ
派
の
勢
力
圏
内
に
没
し
て
い
っ
た
。

他
方
、

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
俗
人
諸
侯
に
対
す
る
施
策
の
苗
に
於
て
も
数
々
の
過
誤
を
犯
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
事
例
は
、
既
述
の
ボ
ウ

ル
ド
ウ
ィ
ン
l

ド
ゥ
l

レ
ド
ヴ
ァ
ズ
切
即
日
門

z
z
e河
m
Q
2
3
(本
誌
第
三
十
六
巻
第
一
号
、
一

Q
四
頁
参
照
)
に
対
す
る
場
合
で
あ
る
。
一
一
一
ニ

キ
ヤ
ス
テ
ラ

ν

六
年
、
比
の
元
来
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
公
家
の
或
る
庶
出
の
支
家
の
育
た
る
、
デ
ヴ
ン
シ
ァ
の
州
奉
行
に
し
て
エ
ク
シ
タ
の
玉
城
の
城
代
た

る
者
が
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
に
抗
し
て
謀
反
を
企
て
る
や
、
王
は
叛
徒
た
ち
が
州
奉
行
の
妻
子
を
擁
し
て
立
龍
る
所
の
エ
ク
シ
タ
城
を
包
囲
す

ひ

あ

か

わ

る
こ
と
三
ヶ
月
、
城
の
守
兵
が
城
中
の
井
戸
の
乾
上
が
り
に
よ
る
極
度
の
渇
き
か
ら
絶
体
絶
命
の
窮
地
に
陥
れ
る
際
、
飽
く
ま
で
も
談
判

抜
さ
で
無
条
件
枠
伏
に
追
い
込
む
べ
し
と
す
る
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
の
切
な
る
勧
告
を
却
け
一
部
諸
侯
の
主
張
を
容
れ
て
、
見
せ
し
め
の



た
め
に
彼
等
を
処
刑
す
る
こ
と
な
く
、
心
弱
く
も
守
兵
を
釈
放
し
た
。
当
時
首
魁
の
ボ
ウ
ル
ド
ウ
ィ
ン
自
身
は
彼
の
領
地
た
る
同
州
の
プ

リ
マ
ス

H
u
q
s
s昏
東
方
五
マ
イ
ル
な
る
プ
リ
ム
タ
ン
巴
可
BHDP
に
在
っ
た
が
、
此
の
私
城
も
や
が
て
王
軍
の
攻
略
す
る
所
と
な
っ
た
。

夫
れ
よ
り
彼
は
彼
の
領
地
の
多
数
存
す
る
ワ
イ
ト
島
に
引
上
げ
、
そ
の
キ
ャ
リ
ス
プ
ル
ク
の
阻
止
由
ヴ
円

g宮
城
に
立
寵
り
、

向
島
を
拠
点
と

し
て
先
述
の
如
く
サ
ウ
ス
ハ
シ
ブ
タ
ン
ま
た
ポ

l
ツ
マ
ス
の
大
陸
貿
易
を
食
い
物
に
す
る
と
こ
ろ
の
海
賊
船
団
を
組
織
す
る
こ
と
に
依
つ

(
邸
一
)

て
以
後
一
貫
し
て
断
乎
た
る
マ
テ
イ
ル
ダ
派
と
し
て
終
始
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
問
、

一
一
三
六
年
十
一
月
廿
一
日
に
、
キ
ヤ
ン
グ
ベ
リ
大
司
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
ー
ド
ゥ
l

コ
ル
ベ
イ
ル
が
思
し
た
こ
と
は
、
い
ま
又

ス
一
ア
ィ
イ
ヴ
ン
と
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
へ
ン
リ
オ
ヴ
l

プ
ル
ワ
と
の
関
係
の
悪
化
に
一
層
拍
車
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
管
区
は
右
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
死
後
二
年
有
余
、
無
主
の
ま
ま
に
放
置
せ
ら
れ
て
そ
の
間
そ
の
収
入
は
自
ら
王
た

る
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
取
得
す
る
所
と
な
っ
て
い
た
が
、
彼
の
関
す
ろ
限
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
後
継
者
は
疑
い
も
な
く
、
当
時
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
教
会
切
っ
て
の
実
力
者
た
り
、
剰
え
教
会
に
対
す
る
彼
の
協
定
b
一
成
立
せ
し
め
且
つ
之
が
保
護
人
と
な
っ
た
所
の
、
彼
の
弟
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
市
し
て
へ
ン
リ
自
身
己
れ
の
大
司
教
に
選
ば
る
べ
き
こ
と
を
心
密
か
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、

J、、
ン

リ
の
野
望
は
震
に
物
の
見
事
に
外
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
一
三
八
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
l

イ
イ
ヴ
に
、
王
並
び
に
ロ

l
マ
よ

り
差
遺
せ
ら
れ
た
教
皇
使
節
の
臨
席
の
下
に
聞
か
れ
た
所
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
の
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
会
議
は
、

一
一
三
四
年
そ
の

前
任
者
の
死
去
以
来
司
教
を
映
く
ロ
ン
ド
ン
司
教
管
区
の
管
理
責
任
者
と
し
て
へ
ン
リ
が
ス
ン
ト
ー
ポ

l
ル
寺
院
に
赴
き
助
祭
叙
任
式
を

指
揮
し
つ
つ
あ
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、
玉
の
指
名
に
係
る
ベ
ッ
ク
の
修
道
院
長
ス
ィ
オ
パ
ル

F
d
H
g
E
E
を
次
代
の
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ

大
司
教
に
選
ん
で
了
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、

へ
ン
リ
は
、
こ
の
の
ち
、
翌
一
一
一
ニ
九
年
五
月
一
日
、

へ
ン
リ
懐
柔
に
つ
い
て
ス
テ

ィ
イ
ヴ
ン
の
意
を
受
け
た
教
皇
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
の
異
例
の
措
置
に
依
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
駐
在
の
教
皇
使
節
に
任
ぜ
ら
れ
、
形

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
六
)

一
八
五



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
六
〉

一
八
六

式
上
は
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
を
そ
の
隷
下
に
置
く
こ
と
と
は
な
っ
た
も
の
の
、
彼
の
兄
に
対
す
る
憤
藩
は
之
を
宥
む
べ
く
も
な
か
っ
た

(
却
〉

の
で
あ
る
。

而
し
て
、
王
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
と
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
へ
ン
り
I

オ
ヴ
i

ブ
ル
ワ
と
の
疎
隔
に
最
早
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
も
の
、
夫

れ
は
、
同
年
六
月
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
に
生
じ
た
一
事
件
で
あ
っ
た
。

当
時
、
国
内
の
諸
侯
は
各
々
競
っ
て
そ
の
居
城
を
堅
固
な
る
要
塞
と
化
せ
し
め
つ
つ
あ
り
、

ヘ
ン
リ
も
亦
彼
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
市
の
南

東
隅
の
司
教
館
ウ
ル
ヴ
ジ
イ
君
。
円
〈
巾
認
可
(
ヨ

5
3
)
を
し
て
一
箇
強
固
な
る
砦
た
ら
し
め
た
が
、
爾
余
の
司
教
も
皆
之
に
倣
う
所
が
あ
っ

(

邸

)

た
。
斯
く
し
て
、
当
時
、
此
の
国
に
於
て
王
の
許
可
な
く
し
て
不
法
に
築
造
せ
ら
れ
た
城
砦
は
今
や
一
、
一
一
五
の
多
き
に
達
し
た
。

斯
か
る
形
勢
に
驚
憎
せ
る
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
、

一
一
一
二
九
年
六
月
廿
二
日
、
彼
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
に
召
集
せ
る
院
接
受
封
者
の
大
集
会

(
円
位
、
凡
白
ミ
h
d
.
M
)

の
席
上
、
突
如
、
当
時
ま
で
王
国
の
司
法
目
財
務
行
政
の
最
高
首
長
の
地
位
に
在
っ
た
所
の
前
記
ソ
!
ル
ズ
ペ
リ
司
教
ロ

チ
ヤ

y
セ
ラ

ジ
ャ
ア
、
彼
の
甥
な
る
司
教
ア
リ
グ
ザ
ン
ダ
匡
巾
岡
山
口
今
回
・
彼
の
息
子
た
る
大
法
官
の
ロ
ジ
ャ
ア
、
の
一
一
一
人
や
一
取
り
押
え
て
収
監
し
、
彼

(

m

)

 

等
に
対
し
て
城
砦
の
明
け
渡
し
を
強
婆
す
る
と
云
う
挙
に
出
で
た
の
で
あ
る
。

か
の
一
一
一
二
七
年
の
「
自
由
に
関
す
る
オ
グ
ス
ブ
ォ
ド
l

チ
ャ

I
タ
」
の
規
定
を
瞭
ら
か
に
康
摘
せ
る
所
の
、
右
の
王
の
行
動
は
、
滋
辞

た
る
城
砦
建
設
の
動
き
を
鎮
静
せ
し
め
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
益
々
之
を
加
速
化
し
て
、
今
や
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
物
情
騒
然
た
る
事
態

に
立
ち
到
っ
た
。
斯
か
る
形
勢
を
宥
取
せ
る
へ
ン
リ
は
愛
に
公
然
兄
に
敵
対
す
る
司
教
の
陣
営
に
興
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
教

皇
使
節
た
る
自
ら
の
資
格
に
於
て
、
同
年
八
月
廿
九
日
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
司
教
会
議
を
召
集
、
司
教
た
ち
に
対
す
る
暴
行
に
関
し
同
会
議

に
申
し
聞
き
を
な
す
よ
う
王
に
対
し
出
頭
を
命
じ
た
。
そ
の
結
果
一
つ
の
妥
協
が
成
立
し
て
、
王
の
司
教
投
獄
の
非
が
宣
告
せ
ら
れ
る
と

共
に
、
他
方
司
教
た
ち
の
す
べ
て
の
不
法
な
る
城
砦
の
明
け
渡
し
が
決
定
せ
ら
れ
、
王
は
公
的
な
悔
俊
を
通
じ
て
教
会
の
詰
責
決
議
に
服



(

却

)

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
|
|
此
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
会
議
の
の
ち
、
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
と
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

プ
ル
ワ
と
の

関
係
が
い
よ
い
よ
冷
却
の
度
を
増
し
て
い
っ
た
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
。

時
恰
も
こ
の
国
に
は
マ
テ
イ
ル
ダ
到
来
を
待
望
す
る
声
が
漸
く
瀬
漫
し
始
め
て
い
た
が
、
か
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
会
議
の
の
ち
一
ヶ
月
、

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
が
、

マ
テ
イ
ル
ダ
支
持
を
表
明
し
て
各
地
に
蜂
起
せ
る
・
前
記
ボ
ウ
ル
ド
ウ
ィ
ン
l

ド
ゥ
l

レ
ド
ヴ
ァ
ズ
そ
の
他
の
叛
乱

鎮
定
に
東
奔
西
走
し
つ
つ
あ
る
と
き
、

一
一
一
ニ
九
年
九
月
三
十
日
、

マ
テ
イ
ル
ダ
は
、
彼
女
の
異
母
兄
た
る
へ
ン
リ
一
世
の
庶
子
グ
ロ
ス

タ
伯
ロ
パ
ァ
ト

p
o
F
0
3
と
と
も
に
、

一
因
。
名
の
騎
士
を
率
い
て
サ
シ
ク
ス
州
の
ア
ラ
ン
ド
ヮ
ル
〉

E
E色
に
上
陸
し
た
。

ロ
バ
ァ
ト
は

夫
れ
よ
り
彼
の
本
拠
な
る
グ
ロ
ス
タ
シ
ァ
の
ブ
リ
ス
ト
ル

回
同
町
田
互
に
向
け
て
直
行
し
、

マ
テ
イ
ル
ダ
の
直
接
の
招
聴
者

l
l
へ
ン
リ
一

世
の
寡
婦
ア
デ
リ

l
ザ
〉
向
。
同
日
目
な
ら
び
に
彼
女
の
新
し
い
夫
ウ
ィ
リ
ア
ム
ー
ド

i
ピ
ニ

d
Eロ白
s
q〉
ロ
ヴ
日
間
口
吋
両
人
の
保
護
の
下
に
ア
ラ

ン
ド
ゥ
ル
城
に
取
り
残
さ
れ
た
マ
テ
イ
ル
ダ
は
、
や
が
て
駆
け
つ
け
た
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
軍
に
取
り
押
え
ら
れ
た
が
、
併
し
ス
テ
ィ
イ
ヴ

ン
は
、
王
の
競
争
者
た
ち
は
之
を
一
箇
所
に
集
め
て
始
末
す
る
こ
と
こ
そ
得
策
な
れ
と
主
張
す
る
、

ロ
バ
ァ
ト
に
内
通
せ
る
所
の
ウ
ィ
v
t

チ
ス
タ
司
教
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

ブ
ル
ワ
の
進
言
を
容
れ
、
同
人
を
附
添
わ
せ
て
、

マ
テ
イ
ル
ダ
を
プ
リ
ス
ト
ル
な
る
そ
の
異
母
兄
の
許
に

送
り
届
け
た
。
そ
の
結
果
、

マ
テ
イ
ル
ダ
側
は
廷
に
却
っ
て
プ
リ
ス
ト
ル
・
グ
ロ
ス
タ
を
中
心
に
「
西
部
」
に
其
の
勢
力
を
集
結
す
る
こ
と

を
得
、
今
や
へ
ン
リ
一
世
の
旧
臣
マ
イ
ル
ズ
l

オ
ヴ
1

グ
ロ
ス
タ
ピ
ニ
8
0同
2
2
8由
件
。
円
を
始
め
比
の
地
方
の
有
力
J

寸
た
ち
は
続
々
マ
テ

ィ
ル
ダ
の
陣
嘗
に
来
り
投
じ
た
。
軍
を
西
に
進
め
た
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
、
テ
ム
ズ
河
谷
の
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ド
巧
回
目
回
目
白
間
内
角
〈
六
回
町
長
田
宮
町
四
)

一
部
包
囲
兵
力
を
残
し
た
る
ま
ま
吏
に
前
進
し
て
ウ
ィ
ル
ト
シ
ァ
の
西
境
に
ま
で
達
し
た
が
、
そ
の
聞
に
彼
の
草
の
側

面
を
迂
回
せ
る
マ
イ
ル
ズ
の
軍
、
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ド
を
膏
い
て
そ
の
囲
み
を
解
き
、
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
己
む
な
く
箪
を
東
の
於
ロ
ン
ド
ン

の
攻
略
に
失
敗
、

に
返
し
た
。
翌
一
一
四

O
年
も
彼
は
各
地
の
叛
乱
の
鎮
定
の
た
め
に
六
月
ま
で
、
或
い
は
そ
の
地
の
司
教
の
叛
け
る
イ
イ
リ
巴
可

(
P
B
i

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
六
)

八
七



中
世
都
市
ウ
ィ
シ
テ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
六
)

一
八
入

ヴ
門
広
間
四
田
町
片
品
に
、

或
い
は
へ
ン
リ
一
世
の
庶
子
レ
ヂ
ヌ
ル
ド
(
前
出
)
の
拠
れ
る
コ

i
ン
ワ
ル
に
、

〈

却

)

と
幾
ど
席
暖
ま
る
暇
が
な
か
っ
た
。
そ
の
問
、
三
月
に
は
、
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
聞
か
れ
た
直
接
受
封
者
の
大
集
会
の

ま
た
イ
イ
ス
ト
1

ア
ン
グ
リ
ア
に
、

席
上
、
前
年
十
二
月
に
死
去
せ
る
か
の
ソ

l
ル
ズ
ベ
リ
司
教
ロ
ジ
ャ
ア
の
後
任
問
題
を
提
起
、
夫
れ
に
対
し
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
た
り
教

皇
使
節
た
る
と
こ
ろ
の
王
弟
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

ブ
ル
ワ
は
、
彼
等
両
人
の
甥
(
抹
の
子
)
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
1

サ
リ
回
目
ロ
ミ
民
営
ロ
可
を
強
く

(

m

)

 

へ
ン
リ
は
、
憤
然
席
を
蹴
っ
て
立
ち
去
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

推
し
た
。
然
る
に
、
集
会
は
是
れ
に
賛
成
し
な
か
っ
た
の
で
、

さ
て
、
こ
の
と
き
ま
で
グ
ロ
ス
タ
・
ブ
リ
ス
ト
ル
を
中
心
に
主
と
し
て
西
部
諸
州
に
展
開
せ
ら
れ
来
っ
た
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
・
マ
テ
イ
ル

ダ
両
派
の
闘
争
は
、
此
の
年
i
一
一
四

O
年
十
二
月
以
降
、
グ
ロ
ス
タ
伯
ロ
パ
ァ
ト
の
女
婿
チ
ェ
ス
タ
伯
ラ
ヌ
ル
フ

E
E】
戸
ラ
ヌ
ル
ブ

の
異
父
兄
で
ボ
ワ
ル
ド
ウ
ィ
ン
I

ド
ゥ
l

レ
ド
グ
ァ
ズ
の
姉
妹
を
妻
に
有
つ
・
の
ち
の
リ
ン
カ
ン
伯
ウ
ィ
リ
ア
ム
ー
ド
ゥ
l

ル
メ
ア
4
4
ロE

ロ
国
包
含

H
N
E
B
R
P
の
両
人
が
弦
に
彼
等
の
従
来
の
中
立
的
立
場
を
一
擁
し
て
マ
テ
イ
ル
ダ
側
に
奥
す
る
に
お
よ
ん
で
、
今
や
一
挙
に
中

部
諸
州
宮
5
H山
口
弘
ー
的
の
心
臓
部
に
ま
で
拡
大
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、

前
者
は
、

当
時
チ
ェ
シ
ァ
の
一
州
全
体
を
ぜ
白
t

E
H
F
E
Z
-
と
し
て
支
配
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
家
族
関
係
を
通
じ
て
実
に
二
十
二
州
に
一
旦
っ
て
所
領
を
有
し
、
後
者
ま
た
リ
ン
カ
ン
州

に
広
大
な
る
土
地
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
宛
も
王
の
忠
実
な
る
支
持
者
で
あ
る
か
に
見
せ
掛
け
つ
つ
、
此
の
年
も
押
詰
っ
て
突

如
リ
ン
カ
ン
の
玉
城
を
占
拠
し
た
。
ス
テ
ィ
イ
ゲ
ン
は
ひ
と
た
び
は
彼
等
両
人
の
行
震
を
是
認
し
た
る
か
に
見
せ
て
、
年
が
改
ま
る
と
直

ち
に
リ
ン
カ
ン
城
を
攻
め
立
て
た
。
ラ
ヌ
ル
フ
は
唯
一
人
城
を
脱
出
、
岳
父
ロ
バ
ァ
ト
と
と
も
に
大
草
を
集
め
て
再
び
リ
ン
カ
ン
に
引
返

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
、
域
外
の
リ
ン
カ
ン
市
の
商
郊
に
於
て
之
に
対
戦
、
彼
に
味
方
せ
る
バ
ロ
ン
た
ち
の

遁
走
し
た
る
の
ち
も
、
飽
く
ま
で
踏
み
止
ま
っ
て
奮
戦
し
た
が
、
そ
の
曙
下
の
傭
兵
の
騎
兵
隊
は
然
し
、

し
た
。

一
一
四
一
年
二
月
二
日
、

マ
テ
イ
ル
ダ
側
に
奥
せ
る
た
め

そ
の
封
地
を
喪
失
せ
る
所
の
・
ロ
バ
ァ
ト
嘩
下
の
騎
士
軍
の
死
に
物
狂
い
の
突
撃
の
前
に
は
之
に
抗
し
切
れ
ず
、
終
に
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は



グ
ロ
ス
タ
伯
の
寧
門
に
降
っ
て
、
捕
虜
と
し
て
グ
ロ
ス
タ
な
る
マ
テ
イ
ル
ダ
の
許
に
送
ら
れ
、
四
日
後
ブ
リ
ス
ト
ル
な
る
同
伯
の
居
城
に

(

却

)

監
禁
さ
る
る
身
と
な
っ
た
。

か
く
て
、
今
や
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
へ
ン
リ
i

オ
ヴ
1

ブ
ル
ワ
こ
そ
が
、
教
皇
使
節
と
し
て
、
ま
さ
に
全
状
祝
打
開
の
鍵
を
一
手
に

握
る
こ
と
と
な
る
。
け
だ
し
、
い
ま
若
し
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
に
し
て
王
位
よ
り
退
け
ら
れ
、
代
ヲ
て
マ
テ
イ
ル
ダ
に
し
て
王
位
に
登
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
教
会
の
審
判
に
依
り
、
教
会
の
支
持
の
下
に
、
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
一
四
一
年
二
月
九
日
、
グ
ロ
ス
タ
に
在
っ
て
リ
ン
カ
ン
に
お
け
る
勝
利
の
報
告
を
、
此
の
地
に
捕
虜
の
玉
を
伴
い
来
っ
た
グ
ロ
ス
タ

伯
ロ
パ
ァ
ト
よ
り
受
け
た
マ
テ
イ
ル
ダ
は
、
直
ち
に
ロ
バ
ァ
ト
と
共
に
其
処
に
王
冠
と
王
の
宝
蔵
と
の
存
す
る
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
向
け
、

へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

ブ
ル
ワ
の
支
持
を
扇
ち
得
ぺ
く
出
発
し
た
。
併
し
、
彼
女
は
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
入
る
に
先
立
ち
、
三
月
二
日
、
同
市
の

手
前
の
ウ
ェ
ア
ウ
ェ
ル
(
本
誌
第
三
十
四
巻
第
三
号
、
八
頁
註
(

5

)

参
照
)
で
教
皇
使
節
と
会
見
し
て
彼
と
の
聞
に
一
つ
の
取
り
決
め
を
為
さ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
、
彼
女
は
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
〔
教
会
に
関
す
る
〕
主
要
な
事
柄
、
と
り
わ
け
司
教
職
・
修
道
院
長
職

の
授
奥
は
、
彼
(
教
皇
使
節
)
が
今
若
し
彼
女
(
マ
テ
イ
ル
ダ
)
を
公
式
に
レ
イ
デ
ィ
と
し
て
聖
な
る
教
会
に
受
け
入
れ
、
彼
女
に
対
し
て
常

に
檎
ら
ぬ
忠
節
を
尽
す
な
ら
ば
、
彼
(
教
皐
一
使
節
)
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
る
べ
き
こ
と
」
を
誓
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
市
し

て
、
斯
く
の
如
さ
了
解
の
下
に
、

マ
テ
イ
ル
ダ
は
、
翌
三
月
三
日
、
正
式
に
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
座
聖
堂
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
四
月

λ
日
に
は
此
の
地
の
教
皇
使
節
主
宰
の
教
会
会
議
に
於
て
公
式
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
支
配
者
に
選
立
せ
ら
れ
た
。
但
し
、
そ
の
場
合
、

切
を
取
り
仕
切
る
教
皇
使
節
の
動
議
に
基
い
て
、
彼
女
は
、
戴
冠
式
ま
で
の
期
間
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
女
王
に
で
は
な
く
、

(

却

)

札口『

5
1
1
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

E
身
」
に
、
暫
定
的
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

b
ロさ

S
h
H
A
a
h

然
し
な
が
ら
、
慣
例
に
従
っ
て
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
で
執
り
行
わ
る
べ
き
戴
冠
の
儀
式
を
、

マ
テ
イ
ル
ダ
は
結
局
経
験
せ
ず
仕
舞
い
に

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン

2
0

一
八
九
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O

終
る
こ
と
と
は
な
っ
た
。
夫
れ
と
一
式
う
の
も
、
こ
の
頃
よ
う
や
く
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
を
凌
い
で
富
裕
な
「
都
市
の
自
由
を
守
る
誓
約
共
同
体

g
n
vヨ
民
間
冊
目
。
宮
山
由
)
」

l
l
A
n
o
g
Bロロ
σ
V
と
し
て
拾
頭
し
つ
つ
あ
り
、
先
に
は
一
一
一
一
一
五
年
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
を
玉
に
選
立
し
た
と
こ

ろ
の
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
民
が
、
教
皇
使
節
の
昭
び
掛
け
に
応
じ
て
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
会
議
に
送
り
来
っ
た
所
の
其
の
代
表
を
通
じ
て
ス
テ
ィ

イ
ヴ
ン
の
釈
放
を
要
求
し
、
而
も
そ
の
後
彼
等
が
不
承
不
承
な
が
ら
も
受
け
入
れ
る
こ
と
に
決
し
た
マ
テ
イ
ル
ダ
が
「
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の

祝
日
」
(
六
月
廿
四
日
)
の
数
日
前
戴
冠
の
た
め
ロ
ン
ド
ン
入
り
を
果
す
や
、
又
々
愚
か
に
も
ロ
ン
ド
ン
都
市
民
に
対
し
宛
も
打
ち
負
か
し

た
る
敵
に
対
す
る
が
如
く
高
圧
的
な
る
態
度
を
以
て
臨
み
、
彼
等
に
頻
に
金
銭
の
醸
出
を
強
要
し
て
止
ま
ず
、
た
め
に
都
市
民
の
蜂
起
を

(

出

)

誘
起
し
て
、
結
局
短
期
間
の
滞
在
の
の
ち
彼
女
は
ロ
ン
ド
ン
よ
り
退
去
す
る
の
己
む
な
き
に
立
ち
到
ら
し
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る

Q

ロ
ン
ド
ン
を
放
逐
せ
ら
れ
た
マ
テ
イ
ル
ダ
は
、

一
日
一
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
を
彼
女
の
本
営
と
し
た
が
、
こ
の
と
き
既
に
彼
女
は
グ
ロ
ス
タ
伯

を
の
ぞ
く
従
来
の
支
持
者
の
殆
ど
悉
く
を
失
っ
て
い
た
。
偉
大
な
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
に
し
て
策
略
家
た
る
教
皇
使
節
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

ブ

ル
ワ
は
、
マ
テ
イ
ル
ダ
の
教
会
に
対
す
る
反
動
的
な
態
度
に
腹
を
立
て
、
今
や
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
民
に
依
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
ス
テ
ィ

イ
ヴ
ン
の
后
の
マ
テ
イ
ル
ダ
呂
田

E
E
に
接
近
し
、
彼
女
と
ギ
ル
ブ
ォ
ド

c
c
E
-
r
E
2
5
5
3に
於
て
会
見
せ
る
結
果
一

の
合
意
に

到
達
し
て
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
帰
還
し
た
が
、

三
十
一
日
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
よ
り
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
草
を
進
め
、
前
記
ウ
ル
ヴ
ジ
ィ
の
司
教
館
を
包
囲
、

一
方
の
マ
テ
イ
ル
グ
は
彼
女
の
命
に
服
さ
ぬ
教
皇
使
節
を
処
分
す
べ
く
一
一
四
一
年
七
月

&
ぎ
さ
き
u

へ
ン
リ
脱
出
し
て
后
マ
テ
イ
ル
ダ

に
援
助
を
求
め
た
。

ヘ
ン
リ
は
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
脱
出
に
際
し
報
復
の
た
め
に
火
を
放
っ
た
の
で
(
八
月
二
日
三
認
に
「
征
服
玉
」
創
建

の
王
宮
を
含
め
て
市
内
の
大
部
分
が
、
市
壁
の
北
門
外
の
か
の
ハ
イ
ド
修
道
院
と
共
に
、
灰
憧
に
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

マ
テ
イ
ル
ダ

の
反
対
陣
営
は
着
々
と
し
て
兵
力
を
増
強
、
包
囲
軍
は
今
や
逆
包
囲
の
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
に
到
り
、
九
月
十
四
日
遂
に
総
退
却
を
決
意

L
た
。
夫
れ
は
、
譲
渡
た
る
「
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
潰
走
」
ハ
ヨ
ミ
ロ
忌
注
目
的
史
的
地

S
S
に
帰
結
し
た
の
で
あ
る
。

マ
テ
イ
ル
ダ
は
、
ム
叩
か
ら



L
ん
が
り

が
ら
グ
ロ
ス
タ
に
逃
げ
帰
っ
た
が
、
殿
を
勤
め
た
彼
女
の
異
母
兄
グ
ロ
ス
タ
伯
ロ
パ
ァ
ト
は
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
西
方
の
ス
タ
ク
ブ
リ
ヂ

2
2
5ユ
仏
間
四
(
出
回
同
石
田
宮
町
四
)
に
お
い
て
テ
ス
ト
河
渡
河
中
に
追
跡
軍
の
手
に
捕
え
ら
れ
、
の
ち
十
一
月
一
日
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
釈
放
を
交
換
条

告
さ
き

件
と
し
て
、
辛
う
じ
て
放
免
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
が
、
后
マ
テ
イ
ル
ダ
の
解
放
軍
に
依
っ
て
占
領
せ
ら
れ
て
の
ち
、
徹

底
的
に
略
奪
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
一
一
一
日
う
迄
も
な
い
。
此
の
時
此
の
市
は
、
ま
さ
に
半
ば
壊
滅
状
態
を
現
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と

は
、
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
麦
に
銘
記
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

ブ
ル
ワ
は
、
そ
の
兄
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
釈
放
後
、

一
一
四
一
年
十
一
一
月
七
日
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン

ス
タ
に
お
け
る
教
皇
使
節
主
宰
の
教
会
会
議
に
於
て
、
再
び
兄
を
正
式
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
と
し
て
認
め
、

(

却

〉

リ
ス
マ
ス
に
キ
ヤ
ン
グ
ベ
リ
大
司
教
ス
ィ
オ
パ
ル
ド
(
前
出
)
の
手
か
ら
再
度
王
冠
を
授
け
ら
れ
た
。

(

加

)

一
一
四
七
年
に
は
そ
の
勢
は
衰
え
始
め
た
。

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
同
年
の
ク

内
乱
は
、
こ
の
の
ち
も
依
然
激
し
く
続
い
た
。
然
し
、

一
一
五
三
年
八
月
十
七
日
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
継
嗣
ブ
ロ

l
ニ
ュ
公
ユ

i
ス
タ
シ
ュ
巴
凹
窓
口

Z
-
U
5
貯
∞

E
E官
。
の
突
然
の
死
の
の
ち
、

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
と
、
か
の
マ
テ
イ
ル
ダ
と
ジ
ョ
フ
ロ
ア
と
の
あ
い
だ
に
生
れ
た
ア
ン
リ
|
|
ι
一
一
五

O
年
以
来
父
の
跡
を
承
け
て
ノ
ル
マ

ン
デ
ィ
公
ー
ー
と
の
両
者
は
、
キ
ヤ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
ス
ィ
オ
パ
ル
ド
並
び
に
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

ブ
ル
ワ
!
|
二
四
三
年
以
後
は
教
皇

使
節
の
地
位
を
去
っ
て
単
に
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
|
|
両
者
の
教
導
の
下
に
、
漸
く
和
解
へ
の
努
力
を
続
け
、
そ
の
結
果
は
、
同
年
十
一

月
六
日
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
公
ア
ン
リ
と
は
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
お
い
て
会
見
、
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
亡
き
あ

(

却

)

と
は
王
国
は
ア
ン
リ
の
も
の
た
る
べ
き
こ
と
を
両
者
堅
く
誓
約
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
此
の
時
を
倹
た
ず
し
て
、
内
乱
は

も
は
や
一
一
四
九
年
ま
で
に
事
実
上
終
結
を
見
る
に
到
っ
て
い
た
。

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
は
既
に
マ
テ
イ
ル
ダ
の
夫
ア
ン
ヂ
ュ
ウ
伯
ジ
ョ
フ
ロ

ア
の
た
め
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
て
も
そ
の
「
西
部
」
・
「
北
部
」
を
十
分
に
掌
握
し
て
お
ら
ず
、
爾
余

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
ハ
六
)

九
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 pp. 435-6; 

Davis
，
 op. 

cit.
，
 pp. 18
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 op. 
α
t.
，
 p. 
37 ;

 Ap
p
l
e
b
y
，
 op. 

cit.
，
 pp. 60 f.， 

64，
 

6
9
;
 B
a
r
l
o
w
，
 op. 

cit.
，
 

pp. 
93 f

 
.
 

.(;:>~' 
(
入

b
為
同
.
)
主
d
.

(1 ¥-'1欝
zま

却
心
4己;t.2!a料理

liZ三
ニ
ド
+
6
'

，
く
ト
ロ

fゾ
ベ

Js:;'\4ミ
さ
ご
ト
~
宮
司
旬
、
，
-
制
怯
♂
会
十
時
的
。

(
寄
)

Kitchin
，
 op. 

cit.
，

 pp. 
87. 

C
f. 
Davis

，
 op. 

cit.
，
 p. 
122. 

(
詩
)

C
r
o
n
n
e
，

 op. 
cit.

，
 pp. 37 f.; 

A
p
p
l
e
b
y
，

 op
圃
cit.

，
pp. 65-8. 

C
f. 

Davis
，
 op. 

cit.
，
 p. 
3
1. 

(
罵
)

Kitchin，
 op.

α
t.
，

 pp. 87 f.; 
Davis，

 op. 
cit.

，
 pp. 34 f.; 

C
r
o
n
n
e，

 op. 
cit.

，
 pp. 38 f.; 

A
p
p
l
e
b
y，

 op. 
cit.

，
 pp. 70-73. 

(
~
)
 

Gesta StePhani，
 pp. 

84-97; 
Davis，

 op.
α
t.
，
 pp. 39-43; C

r
o
n
n
e，

 op. 
cit.

，
 pp. 39 f.; 

A
p
p
l
e
b
y，

 op.
α
t.
，
 pp. 74-80. 

C
f. 

J. 
H. R

o
u
n
d，

 Geojfrey 
de Mandeville

，
 A
 S
t
u
d
y
 01 

the A
n
a
γchy 

(
L
o
n
d
o
n，

 1892)，
 pp. 284 f.， 

322; 
Stenton，

 op. 
cit.

，
 pp. 

236 f f. 

(
詰
)

A
p
p
l
e
b
y
，

 op. 
cit.

，
 p. 
83. 

Cf. 
F. 

M
a
u
r
i
c
e
 P
o
w
i
c
k
e
 &

 E. B. F
r
y
d
e，

 eds.
，
 Ha
n
d
b
o
o
k
 01 

B
パ
tish

Chronology 
(
L
o
n
d
o
n，

 

1939; 2
 nd
 edn.

，
 196

1)， 
p. 

25
1. 

(
器
)

A. L. Poole，
 Fr
o
m
 D
o
m
e
s
d
a
y
 Book 

to 
M
a
g
n
a
 Carta (Oxford，

 1951)
，
 pp. 140-2 ;

 Davis，
 op. 

cit.
，
 pp. 

49-54; C
r
o
n
n
e
，
 

op. 
cit.

，
 pp. 42 f.; 

A
p
p
l
e
b
y，

 op.
α
t.
，
 pp. 85-90，

 91-6. 

(
高
)

Gesta StePhani，
 pp. 118 f.; 

Davis，
 op. 

cit.
，
 pp. 56 f.; 

C
r
o
n
n
e，

 op. 
cit.

，
 pp. 

43 f.; 
P∞

le
，
op.

α
t.
，
 pp. 

142 f.; 
Kitchin

，
 

op. 
cit.

，
 pp. 89 f.; 

A
p
p
l
e
b
y，

 op. 
cit.

，
 pp. 

97-102; B
a
r
l
o
w，

 op.
α
t.
，
 pp. 

96，
 306 f. 

〈器
)

Gesta StePhani，
 pp. 

120-7; Poole，
 op. 

cit.
，
 pp. 

143 f.; 
Kitchin，

 op. 
cit.

，
 pp. 

89 f.; 
D
a
v
i
s，

 op. 
cit.

，
 pp. 

58f.
，
 61 f.; 

C
r
o
n
n
e，

 op. 
cit.

，
 pp. 

45-8 ;
 Ap
p
l
e
b
y
，

 op. 
cit.

，
 pp. 

102 f.
，
 106，

 109 ff. 

(嵩
)

Gesta 
StePhani，

 pp. 
126-37; Poole，

 op. 
cit.

，
 pp. 144 f.; 

D
a
v
i
s
，
 op. 

cit.
，
 pp. 64 f.; 

C
r
o
n
n
e，

 op. 
cit.

，
 pp. 48-50 ;

 Kitch-

昔
事
緑
f岳

ト
ヤ
入
、
ト
代
、
ベ

J
中
か
代
く
入
。
ト
時
¥
入
引
く
)

1
 ・民11]



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
公
C

}
九
四

H

ロ
喝
也
、
・
円
相
同
・
・
日

V
H
Y

唱。I
N
-

(

却

)

凶

C
H
・-
0
4司
-
q
h
v
・
丘
町
4
H
Y
U
U
可・

(
剖
)
口
出
4山
叫

u
q
P
R
F
]
U
H
}
-
H
M
H
R
-
u
〉
H
U
H
v
g
σ
u
J
c
b
-
R
子

宮
Y
H
U
H
-
g
h
F
・

(
却
〉
回
戸
ユ
od司
w

b
培
・
門
戸
w
H
V
-
U日
1

・

わ
れ
わ
れ
が
い
ま
「
ウ
イ
ン
タ
ン
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
の
「
第
二
部
」
を
採
り
上
げ
て
直
ち
に
気
付
く
こ
と
は
、
夫
れ
が
「
第
一
部
」
と
は

異
な
っ
て
、
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
市
域
全
体
に
わ
た
る
調
査
で
あ
る
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
却
ち
、
既
に
わ
れ
わ
れ
の
之
を
知
れ
る
ご
と

(
捌
〉

一
部
王
の
直
接
受
封
者
た
る
バ
ロ
ン
の
土
地
(
時
間
、
E
E
3さ
さ
)
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
主
と

く
、
「
第
一
部
」
に
於
け
る
調
査
の
対
象
は
、

し
て
此
の
市
に
於
け
る
王
領
地
公
旬
、
ミ
ミ
町
民
乙
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
此
の
「
第
二
部
」
は
、
そ
の
前
文
の
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
付
誰
が

〔
当
該
土
地
を
〕
保
有
し
て
い
る
か
台
三
怠
三
田
仲
冊
目
。
、

同
彼
は
幾
何
門
の
面
積
の
土
地
〕
を
保
有
し
て
い
る
か

2
5
P
E
B
窓口由。、

日
彼
は

宮山田門戸
C
O

古
門
凶
叩
円
目
立
。
の
四
点
を
、

夫
れ
を
誰
か
ら
保
有
し
て
い
る
か
(
骨
宮
忠
告
官
。
窓
口

ε、
側
各
人
は
当
該
土
地
か
ら
夫
々
幾
何
円
の
利
得
〕
を
収
め
て
い
る
か
(
宮
田
口

g
g

ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
土
地
に
つ
い
て
(
島
町
百
円
宮
司

2
0
3
一
般
的
"
総
体
的
に
問
題
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。斯

か
る
こ
と
を
抑
々
此
の
調
査
の
指
令
者
た
る
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
司
教
へ
ン
リ
l

オ
ヴ
l

ブ
ル
ワ
が
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

所
以
の
も
の
は
、
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
今
や
此
の
市
は
、
内
乱
に
依
っ
て
大
い
な
る
破
壊
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一
四
一
年
に
は

此
の
市
の
内
に
於
て
、
又
そ
の
周
辺
に
於
て
、
激
し
い
戦
闘
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。



か
く
て
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
全
部
或
い
は
そ
の
一
部
が
、
荒
魔
状
態
に
陥
っ
た
と
こ
ろ
の
土
地
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

(

加

)

斯
か
る
「
荒
蕪
地
」
に
つ
い
て
の
記
載
は
、
此
の
「
第
二
部
」
に
於
て
、
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
で
一
箇
所
、
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
北
側
の
通

(
川
町
〉

り
の
う
ち
、
句
円
む
さ
る
お
晃
司
、
同
町
(
「
第
一
部
」
で
の
除
室
町
ミ
室
町
吾
、
町
内
)
で
五
箇
所
、

h
N
5
1吉
弘
司
、
白
内
(
「
第
一
部
」
で
の

A
N
S
Qミ
ミ
与
・
向
。

ハ

制

)

(

組

〉

で
三
箇
所
、
同
廿
N
E
s
s
h
.町立的
H
E
H
で
六
箇
所
、
「
第
一
部
」
に
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
所
の
・
依
然
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
北
側
の
通
り
の
一
つ

(

畑

一

)

(

湖

一

)

(

卸

)

で
あ
る
包
尽
き
可
H
Sミ
ミ
H
で
一
箇
所
、
司
H
S
h
h
E
h
Hミ
ス
「
第
一
部
」
で
の
引
で
室
内
向
S
ご
円
高
円
)
で
一
箇
所
、
吋
hN3君
主
的
号
、
hH
で
五
箇
所
、

(湖一〉

hwRnpgマ
ミ
で
六
箇
所
、
翻
っ
て
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
南
側
の
通
り
の
う
ち
、
「
第
一
部
」
に
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
・
「
東
門
」
に
間
近

(

却

)

(

捌

)

(

加

)

(

担

)

い
の
CN
ロマ
R
E
U
N可
町
内
で
一
箇
所
、

cqe是
正
刊
で
一
箇
所
、

bbNh同
問
白
内
可
町
内
で
一
箇
所
、
。
自
立
た
司
会
町
で
二
箇
所
、
尚
そ
の
ほ
か
に
、
「
第
一

(

加

)

「
南
門
」
外
で
二
箇
所
、
の
以
上
計
三
十
四
箇
所
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
と
れ

部
」
に
該
当
す
る
項
目
の
扶
如
し
て
い
る
・

ら
の
記
載
僚
項
の
一
つ
一
フ
を
い
ま
仔
細
に
検
討
吟
味
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
で
》
志
向
吉
久
と
形
容
せ
ら
れ
た
土
地
(
雪
ミ
)
が

ーJ

必
ず
し
も
常
に
一
つ
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
、
気
付
く
の
で
あ
る
。

i
l制
は
、
此
の
通
り
に
ロ
ジ
ャ
ア
の
息
子
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
な
る
者

(

制

〉

〔

が
、
元
来
王
領
荘
園
た
る
ペ
イ
ジ
ン
グ
ス
ト
ウ
グ
な
る
・
王
の
封
地
Q
E
E
E
Z
h
E
)
の
一
部
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
三
つ
の
荒
蕪
地
を
(
即
日
目

「
l
l
J

汁

O
R
B
4回
注
目
的
〉
〔
保
〕
有
し
て
い
る
こ
と
か
}
示
し
て
お
り
、
仰
は
、
前
記
ベ
イ
ジ
ン
グ
ス
ト
ウ
ク
の
東
北
方
に
あ
た
る
べ
イ
ジ
ン
グ
切
世
間
山
口
問

「
i
」

〈
領
制
〉

(
匂
白
民
詩
句
、
岡
崎
〉
の
領
主
と
し
て
夙
に
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
l

プ
ク
」
に
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
ピ
ュ
ウ
l

ド
ゥ
I

ポ
l
ル
出
兵
V

骨

HMoa-
の
息
子

へ
ン
リ

l
l彼
は
ハ
ン
プ
シ
ァ
州
の
州
奉
行
と
し
て
か
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
l

オ
ヴ
i

ポ
ン
I

ド
ゥ
l

ラ
ル
シ
ュ
ハ
前
出
)
の
前
任
者
で
あ
っ
た

(

捌

)

ー
ー
の
、
息
子
の
ヂ
ョ
ン
に
当
る
と
思
わ
れ
る
人
物
が
、
此
の
通
り
に
荒
蕪
地
で
あ
る
二
つ
の
土
地
を
〔
保
〕
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

「

」

「

」

い
る
。
而
も
後
者
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
此
の
仰
の
記
載
内
容
と
次
の
同
じ
此
の
通
り
の
師
、
の
記
載
内
容
と
の
関
連
で
あ
る
。
す

「
l
ー、

な
わ
ち
、
同
に
は
、
オ
ス
ベ
ル
ト
I

ワ
ス
パ
イ
ル
な
る
者
が
、
此
の
調
査
の
行
わ
れ
た
前
年
!
|
一
一
四
七
年
に
死
渡
せ
る
と
こ
ろ
の
、

「
ト
、

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン

2
0

一
九
五



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
六
)

一
九
六

「
l
J

か
の
グ
ロ
ス
タ
伯
ロ
パ
ァ
ト
(
前
出
)
の
封
地
の
一
部
を
な
す
「
い
ま
一
つ
の
土
地
を
同
じ
場
所
〈
l
l
i
m
の
保
有
地
の
在
る
と
同
じ
場
所
)

r
i、

「
i

l

J

1

リ

に
」
(
宮
山
己
申
告
山
田
口
出
百
円
四
吋
E
R〉
〔
保
〕
有
し
て
い
る
が
、
夫
れ
は
荒
蕪
地
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
て
、
元
来
、
仰
の
ニ
つ
の
土
地
と
伺
の

f

i

L

r

'

h

k

 

土
地
と
以
上
三
つ
の
土
地
が
三
つ
な
が
ら
す
べ
て
か
の
マ
テ
イ
ル
ダ
派
の
領
袖
で
あ
っ
た
・
マ
テ
イ
ル
ダ
の
異
母
兄
の
封
地
に
他
な
ら
な

「
l
J

い
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
彼
の
死
後
す
べ
て
荒
蕪
地
の
状
態
に
在
ヮ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
り
得
ろ
の
で
あ
る
。
又
、
却
は
、

比
の
通
り
に
か
の
ウ
ェ
ア
ウ
ェ
ル
(
前
節
一
八
九
頁
参
照
)
の
尼
僧
院
長
の
封
地
の
一
部
を
な
す
と
こ
ろ
の
二
つ
の
空
地

2
4
R
5
ぽ

R
4

の
存
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
此
の
場
合
い
ま

Y
R喜
久
と
は
其
処
に
家
屋
が
建
っ
て
い
な
い
状
態
を
表
わ
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

、I
J

又
、
聞
は
、
此
の
市
の
透
か
東
南
方
サ
ウ
ス
ウ
ィ
タ

ω
g
p邑
岳
(
回
目
5
3庄
司
叩
)
の
修
道
院
に
所
属
す
る
、
そ
の
南
の
ポ

i
ト
チ
ェ
ス
タ

「
L

2
3口
F
g
H
叩吋(問山
HHHHMmF
片
品
に
在
る
キ
ャ
ノ
ン
団
体
が
、
元
来
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
に
お
け
る
王
の
封
地
の
一
部
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
二
つ
の

1
1
J
 

荒
蕪
地
を
(
門
戸
窓
口

g
S兵
器
)
此
の
通
り
に
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
居
り
、
聞
は
、
此
の
通
り
に
於
て
王
の
書
記
令
ミ
宮
)
の
ギ

「
L

ス
ル
フ
な
る
者
が
主
に
一
七
ペ
ン
ス
〔
の
地
代
〕
を
〔
支
払
っ
て
首
て
保
有
し
て
い
た
〕
二
つ
の
土
地
が
今
や
荒
蕪
地
に
な
っ
て
了
っ
て
居

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
後
者
の
ギ
ス
ル
フ
は
、
既
に
「
第
一
部
」
に
於
て
へ
ン
リ
一
世
の
治
世
に
、
横
悔
王
時
代
の
ぜ
円
。
ぴ
E

与
-0.
な
造
幣
人
口
当
日
♂
お
な
じ
く
ぜ
。
田
氏
げ
て
な
造
幣
入
門
丘
出
窓
口
と
い
う
、
二
人
の
王
領
地
の
テ
ナ
ン
ト
の
後
継
者
と
し
て
、
此
の

ハ
町
一
)

通
り
に
二
つ
の
屋
敷
地
(
比

B
S
E
H
U
)
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
「
第
一
部
」
の
成
立
し
た
ほ
ほ
一
一
一

O
年
の
頃

よ
り
凡
そ
三
十
八
年
の
歳
月
が
経
過
し
た
現
在
、
夫
れ
ら
二
つ
の
屋
敷
地
が
今
や
二
つ
の
荒
蕪
地
に
化
し
て
了
っ
て
い
る
こ
と
を
、
知
る

「
J

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
胸
も
ま
た
、

f
i
、

「
南
門
」
外
に
荒
蕪
地
と
化
せ
る
四
つ
の
宅
地

E
S
E
R
E
E
-
-る
の
存
在
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
斯
か
る
荒
蕪
地
の
実
数

l
l四
一
一
一
と
い
う
数
値
は
、

一
一
囚
八
年
現
在
「
第
二
部
」
の
調
査
対
象
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
ウ
ィ



ン
チ
ス
タ
に
お
け
る
土
地
財
産
の
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
決
し
て
是
れ
を
以
て
大
き
い
と
な
し
得
な
い
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
然
し
な
が

ら
、
い
ま
一
一
一

O
年
の
頃
成
立
の
「
第
一
部
」
が
、
そ
の
う
ち
に
、
す
べ
て
「
西
門
」
外
に
所
在
す
る
と
こ
ろ
の
三
つ
の
荒
蕪
地
1

l
一つ

テ

ナ

Y

ト

は
前
記
ウ
ィ
リ
ア
ム
l

オ
ヴ
l

ポ
ン
1

ド
ゥ
l

ラ
ル
シ
ュ
が
王
領
地
の
保
有
者
一
ブ
ヌ
ル
フ
l

パ
ス
ト
レ
ル
な
る
者
よ
り
い
ま
再
保
有
す
る

(

捌

)

夫
れ
、
一
つ
は
、
既
に
ひ
と
た
び
引
用
せ
ら
れ
た
る
、
「
第
一
部
」
の
調
査
に
直
接
従
事
せ
る
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
代
表
的
都
市
民
た
ち
の
調

チ
品
イ
ゾ
パ
リ
ソ

査
前
の
宣
誓
に
際
し
前
記
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
同
様
そ
の
立
会
人
の
一
人
と
な
っ
た
式
部
官
ハ
ア
パ
ー
ト
の
門
前
に
曽
て
機
悔
王
時
代
に
存
せ

〈

却

)

る
夫
れ
、

一
つ
は
、
機
悔
王
時
代
に
カ
ペ
ル
な
る
者
が
保
有
し
へ
ン
リ
一
世
時
代
当
時
そ
こ
に
三
戸
の
家
屋
が
存
す
る
と
こ
ろ
の
宅
地
に

(

加

)

曽
て
横
悔
王
時
代
に
隣
接
し
て
存
せ
る
夫
れ
ー
ー
を
記
録
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
如
何
に
し
て
も
其
の
相
対
的
な

意
義
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
而
も
「
第
一
部
」
に
記
載
せ
ら
れ
た
る
以
上
三
例
の
荒
蕪
地
の
う
ち
、
第
一
例
を
除
い
て
、
他

は
執
れ
も
|
|
第
二
例
は
機
悔
王
時
代
の
の
ち
其
処
に
五
戸
の
家
屋
が
、
第
三
例
は
横
悔
玉
時
代
の
の
ち
ブ
ル
マ
ン
な
る
者
に
依
っ
て
其

処
に
一
戸
の
家
屋
が
夫
々
建
て
ら
れ
る
に
到
っ
て
居
り
、
「
第
一
部
」
成
立
の
一
一
一

O
年
頃
の
時
点
に
於
て
此
の
市
に
現
に
存
せ
る
荒
蕪

地
は
厳
密
に
は
僅
か
に
一
個
を
数
え
る
の
み
な
る
に
於
て
お
や
。

と
は
一
一
一
口
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
た
、
「
第
二
部
」
に
お
け
る
内
乱
の
傷
痕
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
、
こ
の
際
、
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
右
の
如
き
荒
蕪
地
の
一
一
四
八
年
現
在
の
分
布
に
着
目
す
る
と
き
、
瞭
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
斯

か
る
荒
蕪
地
の
殆
ど
す
べ
て
は
い
ま
市
壁
内
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
多
数
は
、
市
壁
内
に
於
て
も
比
較
的
家
屋
の
密
集
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
の
地
域
、
わ
け
て
も
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
北
側
の
幾
つ
か
の
通
り
に
多
く
見
出
さ
れ
て
、
戦
闘
が
恐
ら
く
最
も
激
烈
を
極
め

た
で
あ
ろ
う
、
二
つ
の
城
郭
な
い
し
王
宮
の
附
近
に
荒
蕪
地
が
い
ま
集
中
し
て
い
る
、
と
云
っ
た
如
き
事
態
は
事
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
蓋
し
、
た
と
え
広
範
囲
に
亘
る
市
域
が
一
一
四
一
年
の
此
の
市
の
攻
防
戦
の
さ
な
か
に
荒
魔
に
帰
し
た
と
し
て
も
、
夫
れ
ら
の
地

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
六
)

一
九
七



中
世
都
市
ウ
ィ
シ
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
全
ハ
)

一
九
八

域
の
大
部
分
に
は
そ
の
後
調
査
時
点
た
る
一
一
四
八
年
に
至
る
迄
の
七
年
間
に
次
々
に
家
屋
が
.
再
建
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
而

し
て
、
市
壁
外
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
既
に
知
れ
る
如
く
、
か
の
ハ
イ
ド
修
道
院
は
右
の
攻
防
戦
の
期
間
中
に
同
様
烏
有
に
帰
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、

一
一
四
八
年
現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
や
厳
と
し
て
存
在
す
る
同
修
道
院
の
位
置
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
北
門
」
外
の
地
域
に
於
て

其
処
に
如
何
な
る
荒
蕪
地
を
も
之
を
発
見
す
る
こ
と
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
既
に
前
節
の
結
語
に
於
て
わ
れ
わ
れ
の
之
を
明
ら
か
に
な
し
た
る
如
く
、
今
や
内
乱
が
事
実
上
そ
の
終
結
を
見
て
、
聖
俗

の
バ
ロ
ン
た
ち
が
一
斉
に
己
が
じ
し
所
領
の
再
整
序
に
着
手
し
た
段
階
に
於
て
、
中
世
一
般
に
世
俗
の
封
建
的
大
土
地
所
有
の
ト
レ

l
ガ

ー
よ
り
も
そ
の
所
領
の
経
堂
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
聖
界
に
お
け
る
夫
れ
ら
|
|
'
高
位
聖
職
者
の
い
ま
一
人
と
し
て
、
殊
の
外
そ
の

(

加

)

所
領
経
営
に
熱
意
を
示
し
た
と
さ
れ
る
、

へ
ン
リ
オ
ヴ
1

ブ
ル
ワ
が
、
後
述
す
る
ご
と
く
此
の
市
切
っ
て
の
大
領
主
と
し
て
、
斯
か
る

「
第
二
部
」
の
如
き
調
査
を
指
令
し
た
と
云
う
こ
と
は
、
敢
て
異
と
す
る
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
が
、
当
時
彼
が
彼
の
兄
た
る
王
の
下
に
、

此
の
市
に
於
て

aρcgFEguE
吉田
E
O
R

(
加
一
〉

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

を
亨
受
し
つ
つ
特
別
の
任
務
を
帯
び
て
い
た
、
と
一
宮
う
事
情
も
此
の
際
十
分
考
え
ら
れ
て
然

い
ま
、

一
一
四
八
年
現
在
、
此
の
市
に
於
け
る
代
表
的
な
封
建
的
大
土
地
所
有
者
た
ち
|
|
王
、
可
教
、

ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の

g
o
S
2

門町ロ円
nv
た
る
オ
ウ
ル
ド
i

ミ
ン
ス
タ
の
ス
ン
ト
ス
ウ
ィ
ズ
ィ
ン
修
道
院
臼

ω当
刊
誌
吾
、
回
一
句
ユ
O

門
司
の
院
長
、

ハ
イ
ド
修
道
院
の
院
長
、

ス
ン
ト
l

メ
ァ
リ
修
道
院
白
日
岳
山
円
以
「

w

∞
注
宮
山
刊

(
Z
E
E邑
回
目
寄
)
・
ウ
ェ
ア
ウ
ェ
ル
修
道
院
・
ロ
ム
ジ
イ
修
道
院
河
口
自
由
。
可
〉

5
a
の
夫

ア
ピ
ス

々
の
院
長
、
な
る
七
人
を
中
心
に
、
当
代
の
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
領
主
層
に
就
い
て
、
彼
等
の
封
地

(
¥
g
h
Eさ
〉
を
構
成
す
る
、
「
第
一
部
」

に
於
て
吾

3
H
F
5
3
Sミ
の
形
で
現
わ
れ
た
所
の
此
の
「
第
二
部
」
に
於
け
る
さ
ミ
|
|
慣
に
「
屋
敷
地
」
を
以
て
表
わ
す

i
lの
数
を
手

が
か
り
と
し
て
、
各
々
の
土
地
所
有
の
規
模
を
問
題
と
す
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
研
究
』
第
一
巻
第
四
章
の
共
同



(
脇
〉

執
筆
者
ビ
ド
ゥ
ル
・
キ

I
ン
両
氏
に
依
っ
て
、
左
の
如
き
統
計
的
数
値
を
奥
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

王司
教

翠
ス
ウ
ィ
ズ
ィ
ン
修
堤
防
長

ハ
イ
ド
修
道
院
長

望
メ
ァ
リ
尼
僧
院
長

ウ
ェ
ア
ウ
ェ
ル
尼
伯
院
長

ロ
ム
ジ
イ
尼
僧
院
長

そ
の
他
の
私
的
領
主
n

地
主

二
五
九

三
六
四

一
八
五

九
四

一二ハ一九

*
 

一一一一
一二

O

地

所

有{

者

日
座
敷
地
数

す
な
わ
ち
、
全
屋
敷
地
一

O
人

O
の
二
一
四
バ

i
セ
ン
ト
は
、
司
教
之
を
所
有
し
、
次
い
で
主
は
二
回
パ
ー
セ
ン
ト
、
ス
ン
ト
l

ス
ウ
ィ

ズ
ィ
ン
修
道
院
長
は
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

ハ
イ
ド
修
道
院
長
は
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
ス
ン
ト
i

メ
ァ
リ
尼
僧
院
長
は
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
ウ
ェ

ア
ウ
ェ
ル
尼
僧
閣
院
長
も
同
様
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、

ロ
ム
ジ
イ
尼
僧
院
長
は
一
バ

1
セ
ン
ト
、
そ
う
し
て
残
り
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
以
上
七
名

以
外
の
者
が
分
割
し
て
唐
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
此
の
関
係
を
、
い
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
封
地
所
有
者
は
、
彼
等
の
所
有
に
係
る
屋
敷
地
を
保
有
す
る
と
こ
ろ
の
者
よ
り
、

一
般
に

「
土
地
所
有
の
経
済
的
自
己
実
現
形
態
」
た
る
と
こ
ろ
の
1

1
比
の
時
代
「
剰
余
価
値
の
唯
一
の
正
常
且
つ
支
配
的
な
沼
態
」
た
り
し
と
こ
ろ

の
地
代
と
し
て
、
凡
そ
い
く
ば
く
の
も
の
を
収
取
し
て
い
た
か
?

と
云
う
関
係
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
如
何
。
乙
れ
ま
た
前
記
ピ
ド

(

拙

)

ウ
ル
・
キ

i
ン
両
氏
の
計
算
に
基
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
如
き
結
果
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
ハ
六
〉

一
九
九



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
六
)

ニ
0
0

そ ロウ聖 ，、、 聖司 王 封
。〉ム エメ イ ス教
他ジア ア ド ウ 地
のイ ウ

4道壁'~ イ

私領的 尼 尼ルエ 尼俗院長
ズ 所
イ

子地 震長 露長
ン 有

i 
主

一 ポ
九 一 -ー- /ム¥ 

ン
七 -ーH・ノ~、a 一 八九 七 ド地

シ代

一 ン
七 O 二 四 三七 一 グ総

べ額
ン

九 O 二九M三M八六%四%ス

す
な
わ
ち
、
全
地
代
額
四
二
三
ポ
ン
ド
七
・
五
ペ
ン
ス
の
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
い
ま
司
教
に
帰
属
し
、
次
い
で
そ
の
七
パ
ー
セ
ン
ト

は
ス
ン
ト
l

ス
ウ
ィ
ズ
ィ
ン
修
道
院
長
に
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
は
ハ
イ
ド
修
道
院
長
に
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
は
王
に
、

一
パ
ー
セ
ン
ト
は
ス
ン

ト
l

メ
ァ
リ
尼
僧
院
長
に
、

0
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ウ
ェ
ア
ウ
ェ
ル
尼
僧
院
長
並
び
に
ロ
ム
ジ
イ
尼
僧
院
長
に
、
そ
う

し
て
残
り
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
以
上
七
名
以
外
の
者
が
分
配
し
て
居
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
べ

(

加

)

却
説
、
此
処
で
注
目
す
べ
き
は
、
此
の
「
第
二
部
」
に
記
録
せ
ら
れ
て
い
る
八
百
な
い
し
九
百
名
の
私
的
領
主
u

地
主
層
が
全
体
と
し
て

収
取
し
て
居
る
と
こ
ろ
の
地
代
の
総
額
が
此
の
市
に
於
け
る
代
表
的
な
封
地
所
有
者
七
名
の
夫
々
収
奪
す
る
所
の
地
代
総
額
の
合
計
一
二



五
ポ
ン
ド
一
一
シ
リ
ン
グ
一

0
・
五
ペ
ン
ス
を
庄
間
的
に
上
廻
っ
て
い
る
、
と
一
疋
う
事
実
で
あ
る
。
而
も
、
私
的
領
主
目
地
主
は
、
之
を
個

別
的
に
み
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
、

一
一
四
八
年
現
在
、
彼
等
が
第
三
者
に
保
有
せ
し
め
て
い
る
其
の
所
有
に
係
わ
る
屋
敷
地
の
数
に
於
て

も
、
又
彼
等
の
夫
れ
ら
を
通
じ
て
取
得
す
る
と
こ
ろ
の
地
代
の
総
額
に
於
て
も
、
前
記
七
名
の
大
封
地
所
有
者
に
比
し
、
概
し
て
低
く
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ピ
ド
ゥ
ル
・
キ
!
ン
両
氏
の
作
成
に
な
る
、
一
一
四
八
年
現
在
此
の
市
に
於
て
二
つ
以
上
の

(

揃

)

屋
敷
地
を
所
有
す
る
私
的
領
主
川
地
主
一
九

O
名
に
関
す
る
、
左
掲
の
表
の
之
を
明
示
す
る
所
で
あ
る
。

〔ー〕

私

的

官員

主

目

地

主

数

二三四五六七八九 O一二三四

二一一四五一一一
九

三
豆

一O
五

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
シ
ブ
タ
ン
(
六
〉

二
O



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
六
)

〔ニ〕

一一O
二

地

代

収

支

よ

の

黒

字

一
私
的
領
主
u
地
主
数

八
ポ
ン
ド
一
シ
リ
ン
グ

七
ポ
ン
ド
乃
至
八
ポ
ン
ド

六
ポ
ン

V
乃
至
七
ポ
シ
ド

五
ポ
ン
ド
乃
至
六
ポ
ン
ド

四
ポ
ン
ド
乃
至
五
ポ
ン
ド

三
ポ
ン
ド
乃
至
四
ポ
ン
ド

二
ポ
ン
ド
一

0
シ
リ
ン
グ
乃
至
三
ポ
ン
ド

二
ポ
ン
ド
乃
至
二
ポ
ン
ド
一

0
シ
リ
ン
グ

一
ポ
ン
ド
一

0
シ
リ
ン
グ
乃
至
二
ポ
ン
ド

一
ポ
ン
ド
乃
至
一
ポ
ン
ド
一

0
シ
リ
ン
グ

一
O
シ
リ
シ
グ
乃
至
一
ポ
ン
ド

一
0
シ
リ
ン
グ
未
満

七三一
四 O八七三 Q 二一二 0一一

-
0シ
リ
ン
グ
未
満

一
0
シ
リ
ン
グ
乃
至
一
ポ
ン
ド

一
ポ
ン
ド
以
上

私
的
領
主

地
四|主

主五三|数

す
な
わ
ち
、

一
一
四
八
年
現
在
こ
こ
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
市
に
二
つ
以
上
の
屋
敷
地
を
所
有
す
る
所
の
一
九

O
名
の
私
的
領
主
u

地
主
の
う

地

代

収

支

上

の

赤

字

ち
、
そ
の
半
数
以
上
の
者
が
二
つ
の
屋
敷
地
の
所
有
者
で
あ
り
、
そ
の
半
数
に
満
た
ぬ
僅
か
に
七
二
名
の
者
の
み
が
、
七
名
の
大
領
主
中



断
然
貧
し
き
ロ
ム
ジ
イ
尼
僧
院
長
の
地
代
収
支
上
の
黒
字
よ
り
も
い
ま
大
い
な
る
地
代
収
支
上
の
黒
字
を
上
げ
得
て
い
る
に
止
ま
り
、
夫

〈
加
〉

れ
は
全
私
的
領
主
u

地
主
の
総
地
代
収
入
上
の
黒
字
の
恐
ら
く
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
廻
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
注
目
す
べ
き
は
、
七
つ
か
ら
一
四
の
屋
敷
地
を
所
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
計
一
五
名
の
私
的
領
主
u

地
主
の
存

在
で
あ
る
。
彼
等
は
、

一
つ
の
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
グ
ル
ー
プ
を
形
づ
く
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
い
ま
一
つ
以
上
の

屋
敷
地
を
所
有
す
る
私
的
領
主
n

地
主
の
地
代
収
支
に
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
依
っ
て
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

九
O
名
の
一
一
一
分
ノ
二
を
僅
か
に
上
廻
る
一
四
七
名
の
者
は
、

そ
の
地
代
収
支
上
の
黒
字
が
一
ポ
ン
ド
に
満
た
な
い
か
、

或
い
は
そ
の
地
代

収
支
上
の
赤
字
が
一

0
シ
リ
ン
グ
に
満
た
な
い
か
、
そ
の
執
れ
か
で
あ
る
が
、

一
方
そ
こ
に
は
又
地
代
収
支
上
の
黒
字
が
二
ポ
ン
ド
以
上

に
及
ぶ
者
が
一

O
名
存
し
、
彼
等
こ
そ
は
い
ま
、
此
の
市
に
於
け
る
私
的
領
主
u

地
主
中
最
も
富
裕
な
る
階
層
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
、

と
判
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
斯
か
る
階
層
に
属
す
る
者
と
し
て
、
蕊
に
宛
も
聖
書
に
で
も
出
て
き
そ
う
な
・
サ
ム
ソ
ン
皆
呂
田
口
口
な
る
名
の
人
物
が
見

出
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
極
め
て
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
裳
に
「
第
一
部
」
の
分
析
に
際
し
て
、
凡
そ
手
工
業
日
商
工
業
活
動
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
在
る
通
貨
の
圧
造
に
従
事

へ
ン
リ
一
世
時
代
一
一
一

O
年
ご
ろ
此
の
市
に
於
て
ぜ

gzzow
な
、
ま
た
ぜ
。

2
5
0
.

な
夫
れ
を
も
含
め
て
そ
こ
に
八
名
な
い
し
一
一
名
存
し
、
比
較
的
多
数
の
屋
敷
地
を
王
よ
り
保
有
、
所
有
し
て
、
当
時
此
の
市
の
人
口
中

(
揃
〉

相
対
的
に
富
裕
な
る
階
層
を
形
成
し
て
い
た
事
実
を
柳
か
明
ら
か
な
ら
し
め
る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
王
時
代

す
る
所
の
王
の
「
造
幣
人

K
5
3
5
2
5
)が、

「
第
二
部
」
に
お
け
る
ハ
イ
ー
ス
ト
リ
イ
ト
に
関
す
る
記
載
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
如
き
諸
保
項
を
読
む
の
で
あ
る
。

「
造
幣
人
サ
ム
ソ
ン
は
、
王
に
〔
ラ
ン
ド
ゲ
イ
プ
ル
と
し
て
〕
六
ペ
ン
ス
を
、
〔
ス
ン
ト
l

ス
ウ
ィ
ズ
ィ
ン
修
道
院
の
〕
プ
ラ
イ
ア
に
〔
地

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
六
〉

ニO
三



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
六
)

二
O
四

代
と
し
て
〕
二

0
シ
リ
ン
グ
(
一
ポ
ン
ド
)
を
〔
納
む
〕
。
而
し
て
〔
彼
自
身
は
〕
一
四
シ
リ
ン
グ
の
地
代
収
入
を
上
ぐ
。
」
(
〔

E
〕
E
D
gロ
B
8
2・

白
ユ
ロ
回
叫
m
v
m判

-
4
-
a・叩仲司門戸口氏
H
M
門田・

HWHV釦
ず
叩
件
凶
民
民
的
・
)

「
更
に
サ
ム
ソ
ン
は
王
に
〔
ラ
ン
ド
ゲ
イ
プ
ル
と
し
て
〕
六
ペ
ン
ス
を
、
〔
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
〕
司
教
に
そ
の
バ
ロ
ン
〔
の
土
地
〕
に
つ
き
て

〔
地
代
と
し
て
〕
二

0
シ
リ
ン
グ
(
一
ポ
ン
ド
)
を
〔
納
む
〕
、
而
し
て
〔
彼
自
身
は
〕
四
四
シ
リ
ン
グ
(
一
一
ポ
ン
ド
四
シ
リ
ン
グ
)
の
地
代
収
入
を

(
目
白
坦
〉

上
ぐ
。
」
(
〔
由
明
〕

HH叩
S
ω
g
g口同叩岡山
4
問。・

2
3
2
8吉
岡
阿
田
・
念
切
・

2
E
t
a
比
日
目
的
・
)

「
造
幣
人
サ
ム
ソ
ン
は
、
〔
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
〕
司
教
に
そ
の
バ
ロ
ン
〔
の
土
地
〕
に
つ
き
て
〔
地
代
と
し
て
〕
三
シ
リ
ン
グ
〔
を
納
む
〕
。

(〔ロ∞〕

ω白
5
8
5
8
2
R古
田
呂
町
田
ロ
右
主
目
。
「
内
同
四
回
・
)

者
匂
さ
缶
、

「
都
市
民
Q
耳
鳴
言
。
の
ジ
ェ
フ
リ
の

g胃
ミ
は
、
式
部
官
ア
ル
ウ
ィ
ン
匡
当
日
ロ
(
|
|
恐
ら
く
は
后
マ
テ
イ
ル
ダ
(
前
出
〉
の
式
部
官

ア
ル
ド
ウ
ィ
ン
邑
仏
当
宮
と
同
一
人
物
)
の
も
と
土
地
た
り
し
一
つ
の
土
地
を

Q
H
2
5
5
)
を
保
有
す
る
も
、
〔
夫
れ
は
地
代
の
納
付
を
〕
免

れ
で
あ
り
、

而
し
て
〔
彼
は
〕
サ
ム
ソ
ン
に
対
し
四
九
シ
リ
ン
グ
(
二
ポ
ン
ド
九
シ
リ
ン
グ
)
と
四
ペ
ン
ス
の
地
代
を
納
む
、

市
し
て
〔
彼
自

身
は
〕

一
0
0シ
リ
ン
グ
と
一

0
シ
リ
ン
グ
(
!
五
ポ
ン
ド
一

0
シ
リ
ン
グ
)
と
八
ペ
ン
ス
の
地
代
収
入
を
上
ぐ
。
」
(
口
お
〕
の
き

E
含凹

ぎ
円
四
目
白
閉
山
田
仲
g
a
F
H
R
5
5
宮
町
営
広
〉
】
当
日
目
即
日
S
R
R
E
ρ
口町叩件。
B
2
5
2
u
ω
田ロ目。ロ
H
ロ
凶
由
・

2
日目以仏・

2

E
げ伯仲円由・

2
何回・

2

4
広

F
a・
)

「
而
し
て
同
じ
サ
ム
ソ
ン
は
、
〔
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
〕
司
教
に
そ
の
バ
ロ
ン
〔
の
土
地
〕
に
つ
き
て
四
シ
リ
ン
グ
の
地
代
を
納
む
、
而
し
て

〔
彼
自
身
は
〕
二

0
シ
リ
ン
グ
(
一
ポ
ン
ド
)
の
地
代
収
入
を
上
ぐ
。
」
(
〔
ロ
呂
田

5
0
5
ω
8
8口
同
包
会

3
2
8官
民
日
目
・

ao
切・

2
Z
σ
2

同
M

向田・)
こ
れ
ら
の
記
載
候
項
を
通
覧
す
る
と
き
、
造
幣
人
サ
ム
ソ
ン
は
、
以
上
五
箇
所
の
屋
敷
地
か
ら
合
計
六
ポ
ン
ド
七
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス



の
地
代
収
入
を
上
げ
、

一
方
合
計
二
ポ
ン
ド
八
シ
リ
ン
グ
の
地
代
を
第
三
者
に
支
払
っ
て
い
る
勘
定
に
な
る
。
従
っ
て
、
彼
の
手
許
に
は

差
引
き
三
ポ
ン
ド
一
九
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
と
云
う
も
の
が
い
ま
蓄
積
せ
ら
れ
る
、
と
一
買
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、

こ
の
サ
ム
ソ
ン
に
関
し
て
附
言
す
れ
ば
、

現
在
古
銭
学
(
z
c
g
U
S
E
-
O
の
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
詮
拠

l
i出
土
銀
貨
の
裏
面

(
円

2
2
8
)
の
銘
文
会
兵

2
3
の
一
示
す
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
の
造
幣
人
の
サ
イ
ン
、

の
中
に
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
彼
の
名
は
見
出
さ
れ
て
居

な
い
。
然
し
な
が
ら
、

k
F
Z
叶。同相

hpZ
吋
あ
る
い
は
K
F
Z
と
い
う
造
幣
所
(
宮
山
口
同
)
の
サ
イ
ン
入
り
の
、

ス
テ
ィ
イ
ヴ
ン
の
最
初
の
発
行
に
係
る

可
日
間
己
R
g
E回
二
の
・
。
-
F
8
Z
-
h
p
H品
目
。
宮
間
口
¥
p
h
e
hま
の
口
弘
司
H
同

S
H
F司
』
ま
史
的

F
出
向
H

お
き
草
、
・
吋
芯
同

b
S雪
国
高
崎
・

3
・
u
n門
戸

l

月四
4
・
ω
∞己・
l
l
a
g
a
-ロ
回

F
E
F
E
-
-
q
v・
3
T
匂

-AFH日・

5
芯
町
)
の
庄
造
者
は
ま
さ
し
く
サ
ム
ソ
ン
と
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
、
今

日
此
の
銀
貨
の
圧
造
地
と
し
て
は
キ
ャ
ン
タ
ベ
リ
説
の
存
在
を
無
視
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
か
の
一
一
四
一
年
の
》
司
SHD蕊

ssshys

三
民
己
《
(
前
節
一
九

O
頁
)
の
の
ち
、
此
の
市
の
主
と
し
て
ハ
イ
ス
ト
リ
イ
ト
南
側
の
、
破
壊
さ
れ
た
王
宮
の
東
に
隣
接
し
て
各
自
そ
の
仕

事
場
(
さ
口
道
官
)
を
聞
い
て
い
た
・
サ
ム
ソ
ン
を
合
む
造
幣
人
た
ち
か
ら
成
る
「
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
造
幣
所
」
が
一
時
、
短
期
間
そ
こ
に
移
転
し

て
い
た
と
こ
ろ
の
、
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
こ
そ
が
此
の
銀
貨
の
圧
造
地
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
、
と
、
『
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
研
究
』
第
一
巻

ハ
抑
〉

第
四
章
の
共
同
執
筆
者
た
ち
は
指
摘
し
て
い
る
。
ヌ
ミ
ス
マ

I
テ
ィ
ク
に
つ
い
て
は
全
く
の
素
人
で
あ
る
筆
者
に
は
、
も
ち
ろ
ん
其
の
当

否
を
判
断
す
る
力
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
い
ま
若
し
彼
等
の
右
の
推
定
に
し
て
誤
り
な
し
と
せ
ん
か
、
わ
れ
わ
れ
は
、
将
来
、
ウ
イ
ン
チ

ス
夕
、
特
に
そ
の
造
幣
所
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
新
た
な
る
展
望
め
其
処
に
ひ
ら
け
来
た
る
、
へ
き
こ
と
を
、
期
待

し
得
る
の
で
あ
る
。

(
未
完
)

(

抑

)

本
誌
第
三
十
五
巻
第
二
号
、
一
八
八
九
頁
参
照
@

中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン

2
0

二
O
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ι
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Q
糊
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芯
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l1lR 
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昔
物
以
内
'
G
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キ
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~J
，ゃ
G
'
r
ト
ヤ
入
峰
、
入
-

~!:-
0

'l"t<\h
ャ
」
総

11
糖
Q
時
!
日
ヨ
総
選
軍
事

fJ
-\J!1'く

h
ロ
N

語
録
!
1
巡
(
\
\
-
'
逗
キ

J♂平~;!J_，;)
G
P
必
の

(
縫
草
壁
紙
E
斗!l¥t>'

1
く111'

1
 <同

回
総
監
〉
。

(9
1] Oinus tenuit 

i
 terram de iii 

s. 
de B. 

M
o
d
o
 tenet 

Rogerus 
de H

a
i
a
 et 

est 
vasta. 

(?i) 
(434J 

Willelmus filius 
Rogeri h

a
b
巴t

iii 
terras 

vastas 
de 

feudo 
de 

Basingestoc' 
et 

H
u
g
o
 
H
a
c
c
e
m
u
s
 
i
 et 

nichil 

reddunt vel 
capiunt. 

[435J 
Geruasius filius 

Burewoldi tenet 
i
 terram de 

feudo 
de 

U
lfere

t' 
et 

nich
i1 

inde 
reddit 

et 

est 
vasta. 

(436J 
Herebertus 

filius 
Watsconis tenet i

 terram 
ibi 

iuxta 
v
a
c
u
a
m
 
et 

deberet 
reddere 

x
x
x
 d. 

sed 
est 

vasta. 
(468J 

O
d
i
h
a
m
 eidem abbati 

xii 
d. 

et 
巴唱
t
vasta. 

[472J 
Brustinus abbati 

xii 
d. 

et 
est 

vasta. 

(
完
)

[474J 
Iohannes de Port 

habet ii 
terras 

vastas. 
[475J 

Et O
s
b
巴rtus

Waspail habet ibid
巴m

i
 aliam terram de 

feudo 

comitis 
Glo

巴c'
et 

est 
vasta. 

[509J 
Gaufridus 

filius 
Petri 

habet i
 terram v

a
s
t
a
m
 que est 

de feudo abbatisse 
Winton'. 

(
藷
)

[513J Osbertus C
o
d
 e
i
d
e
m
 abbatisse x

v
 d.; 

et 
dimidia 

pars 
illius 

d
o
m
u
s
 
est 

vasta 
et 

deberet 
reddere x

v
 d. 

[517J Robertus Marc' tenet 
i

 terram v
a
s
t
a
m
 de 

i
 mansione，

 sed nescimus inde. 
[518J 

Et G
o
d
a
 H
a
c
c
h
e
m
u
s
 t
巴n

巴t
ibi 

iii 
mansiones vastas，

 sed nescimus q
u
o
 tenentur vel quid reddat. 

[52
1] 

D
e
 
feudo 

abbatisse 
de W

a
r
e
w
o
l
l
a
 sunt ii 

vacue terre
，

 quas n
e
m
o
 tenet

，
 que solebant reddere viii 

d. 
[533J 

Robertus 
Pingnis 

episcopo 
xiii 

d. 
et

巴st
vasta. 

[538J 
Terra W

i11elmi elemosinarii episcopo x
x
v
 d. 

et 
est 

vasta. 

〈
宮
)

[552J 
P
a
g
a
n
u
s
 filius 

Picardi 
priori 

iiii 
d. 

et 
est 

vasta.
却.;c'

fl1lR 
11
給
J
!
1
お
ν
ß

ií>\-'迫のさ~
G
 Sildwortene

剰
巴

Q

1長
記
!
1
ゃ
ニ
¥
-
'
:
!
:
!
'

Biddle，
 ed.
，
 op. 

cit.
，

 Fig. 
4

 facing p. 
254 41事側。

(
雪
)

[603J 
Heredes Gunt' 

priori 
x
x
 d.; 

sed est 
vasta. 

(
詩
)

[645J 
Canonici Porcest' 

tenent ii 
terras vastas

，
 que fuerunt 

B
r
u
n
i1
d
 Prichelus et 

sunt de feudo regis
，
 et 
habent 

xviii 
d. 

[646J 
God' 

clericus 
regi 

ii 
d. 

et 
est 

vasta. 
(647J 

Lichesuster regi 
ii 
d. 

et 
est 

vasta. 
[648J 

Luinus 
Budel 

regi 
ii 

d. 
et 

est 
vasta. 

[649J 
B1
ithild 

et 
soror 

eius 
regi 

vi 
d. 

et 
est 

vasta. 

〈
需
)

[67
1] 

Et ibi 
iuxta 

est 
q
u
e
d
a
m
 terra q

u
a
m
 episcopus habet qu

巴
fuit

W
i11
elmi 

de Pont; 
et 

est 
de feudo regis 

et 

est 
vasta

，
 (676J 

RQbertus Norreis deberet reddere 
xviii 

d
，

 de i
 terra; 

m
o
d
o
 
est 

vasta
，

 (678) 
Et i

d
e
m
 Robertus 



Norreis deberet habere de i
 terra 

viii 
d. 

M
o
d
o
 est 

vasta. 
[680J 

Gisulfus 
scriba 

regi 
xvii 

d. 
de ii 

terris. 
M
o
d
o
 sunt 

vaste et 
prior 

d
日
Moretone

habet... 
[682J 

Gilebertus 
taleator 

solebat 
redder

巴
episcopo

vii 
d. 

M
o
d
o
 est 

vasta. 
[704J 

Selieua 
Roberto d

e
 Campesiet x

x
 d.; 

[sed estJ 
vasta. 

〈
罵
)

[728J 
Osbertus magister abbatisse vii 

d. 
et 

e
b
o
l
u
m
 et 

abbatissa 
habet ibi 

i
 va
s
t
a
m
 plateam. 

(
罵
)

[830J 
Robertus de Ponte priori

玄
i
d. 

E
t
 est 

q
u
巴d

a
m
vasta 

terra 
de 

O
d
i
a
m
 
que 

solebat 
reddere W

i11
e
l
m
o
 P
o
n
 

tearch' 
x

 d. 

G
号
)

[86
7] 

Prior habet ibidem i
 terram v

a
s
t
a
m
 q
u
e
 deberet reddere x

x
 d. 

(
員
)

[1069J S
i
m
o
n
 dispensator episcopo ii 

s. 
de terra b

a
r
o
n
u
m
 vasta. 

(
詩
)

[1
030J 

Et quatuor curt
i11
a

 sunt 
ibi 

vasta et 
solebant redd

日re
episcopo 

vii 
s. 

[1
054J 

Et 
ibi 

iuxta 
est 

q
u
e
d
a
m
 

terra 
vasta

，
 que solebat 

reddere episcopo xiiii 
d.; 

et 
m
o
n
a
c
h
i
 habent i1l

a
m
 in 

hospitali. 

(
更
)
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菌
恥
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~
吋
b
l
l
1
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1l
国
1剛
出
〈
宮
〉
ぬ
盤
。
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~
)
 

D. 
B.
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 1，
 fol. 

45. 

〈
謁
)

1. 
J. 

Sanders，
 

English B
a
γonies，

 
A
 Study of their Origin a

n
d
 Descent，

 
1086-1327 (Oxford，

 
1960)，

 p. 
9
 :
 s. 
v. 

Basing; 

Biddle ，
 ed.
，
 ot. 

cit.
，
 p. 
40: 

[39J，
 note 2

;
 
p. 

70: 
[2J，

 note 
1. 

(
民
)

S
u
r
v
e
y
 1，

 [223J 
L
u
w
i
n
u
s
 reddebat v

 d. 
et 

consu
巴tudinem

et 
Lepstanus xii 

d. 
et 

consuetudinem 
T. R. E. 

M
o
d
o
 

Gisulf' 
debet 

i
d
e
m
 de ii 

mansuris [italicized 
b
y
 the quoter]. 

C
f. 

Biddle，
 ed.
，
 ot. 

cit.，
 pp. 

404 f.: 
Table 35; p. 

406: 

Table 36.
お
お
，

-
1
キ
総
最
長
川
十
同
飛
l~京
国
司

tゾ
1
1
~
同
一
1
(

1似
合

J..，.;l41都
度
。

(
爵
)

S
u
r
v
e
y
 1，

 (82J 
D
om

u
s
 E
芯
rici

ceci 
reddebat o

m
n
e
s
 consuetudines T. R. E. 

M
o
d
o
 tenet e

a
m
 Rannulfus Pasturellus 

et 
reddit 

l
a
n
g
a
b
u
l
u
m
 et 

b
r
u
e
g
a
b
u
l
u
m
 et 

n
u
l
l
a
m
 aliam consuetudinem ;…... 

Et de e
a
d
e
m
 
terra 

tenet W
il1e

l
m
u
s
 de 

Pontearch' 
i

 terram，
 et 
n
o
n
 facit 

consuetudines，
 et 
est 

vasta.
….. 

(
爵
)

-14-給総
111+同

議
1~11

*，'
1
 ~11
価
総
陸
。

(
罵
)

S
u
r
v
e
y
 1，

 [12
1] 

Curt
il1u

m
 Capel reddebat ii 

d. 
T. R. E. 

E
t
 super 

illud 
curt

il1u
m
 sunt iii 

domus..... 
(1
22J 

E
t
 ibi 

iuxta erat q
u
e
d
a
m
 vasta terra; 

et 
B
r
u
m
a
n
n
u
s
 fecit 

super il1a
m
 terram i

 do
m
u
m
 quae n

o
n
 fuit 

T. R. E. 

f上
担
緑
{
号
{
:
¥
ヤ
入
、
ト
κ
持
、
心
ヰ
お
か
代
く
入
0"

持
、
入
引
く
〉

110
-¥-1 



中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
プ
タ
ン
(
六
〉

二
O
八

(加

)

Q
・
虫
色
色

F
E
-
-
色町・

3
.
T
B
-
M∞
(
ロ
O
芯
∞
)
一
色
N

同
・
彼
は
、
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
i

ブ
ク
」
が
作
製
せ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
夫
れ
は

「
ひ
と
各
々
そ
の
固
有
の
諸
権
利
に
満
足
し
て
、
他
人
の
夫
れ
ら
(
諸
権
利
)
を
罰
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
侵
害
す
る
が
如
き
こ
と
無
か
ら
し
め
ん
が
為

め
に
」

(
E
巳
且
四
日
付
2
3ロ
医

σ
a
E
5
2
0
3ロ
窓
口
宮
田
白
日
目
g
gロ
ロ
C
口
戸
田
口
同
匂
四
件
目
白
甘
口
口
品
作
製
せ
ら
れ
た
、
と
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る

Q

Q
-
b
E
C
h
g
た

匁
R
Sミ
E

・
E
・ず
ω
ーの
ymHユ
四
日
』
D
V
ロ
明
。
口
(
円
。
口
白
c
p
H
U問。)"司・

3
・
な
お
、
本
書
に
就
い
て
は
、
本
誌
第
三
十
五
巻
第
二

号
、
一
九
七
頁
註
(
山
)
、
な
ら
び
に
前
掲
拙
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
期
経
済
史
の
諸
問
題
』
、
二
八
一
一
l
l
三
頁
、
参
照
。

(抑

)
(
U同・切山内同門同日♂白血・・。」マ・円九
H-wH)U-H∞・

ω町一
Y
ω
印叶・

(却
)
Q
-
虫
色
白
s
w
a
-
-
E弘
-w
日y
u
m由
一
吋
田
-uH叩
NHU
百四
c
g
H町
田
・
*
ロ
ム
ジ
イ
尼
僧
院
長
の
所
有
す
る
屋
敷
地
数
は
、
右
の
表
に
は
一
一
と

あ
る
も
、
そ
の
の
問
主
連
り
に
在
る
屋
敷
地
(
〔

5
8〕
)
は
、
事
実
上
一
ニ
つ
の
土
地
(
山
口

S
R向
田
)
よ
り
成
っ
て
い
る
ゆ
え
、
一
一

-P
ニ
コ
一
と
改
む
@

ハ
制
〉
の
]
『
・
」
P
R・-H)・
ω∞申

H1H，田
σ
Z
N
N
U
問日間口円叩

H由げ・

(揃
)

L

『FH・弘ニロ円
y
ω
吋
(
〕

w

守口・

〈揃
)

L

『忠弘・・
-u
・
ω口
一
寸
担
刊
誌
ONω
・

(
却
)
尽
に
・
・
同
Y

句。・

(
捌
)
本
誌
第
三
十
五
巻
第
四
号
、
二
九
三
!
二
九
九
頁
、
参
照
。
な
お
此
処
で
通
貨
の
「
圧
造
」
と
言
っ
て
通
貨
の
「
鋳
造
」
と
言
わ
な
い
理
由
に
つ
い

て
は
、
本
誌
第
三
十
四
巻
第
四
号
、
一

O
二
一
良
註
(
印
〉
な
ら
び
に
九
七
頁
の
記
述
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

(
加
)
こ
の
僚
項
、
又
次
の
口
H

∞U
-

最
後
の

Q
S〕
に
現
わ
れ
る
表
現
、
「
そ
の
バ
ロ
ン
〔
の
土
地
〕
に
つ
き
て
」
の
意
味
に
関
し
て
は
、

E
E
F
包よ

b
b
・
色
町
二
日
}
匂
・

HUIN印
に
、
パ
ァ
ロ
ウ
教
授
に
依
る
、
と
く
に
夫
れ
の
い
ま
》
念
芯
ミ
白
宮
さ
き
苦
《
な
る
表
現
と
の
相
違
に
関
す
る
、
精
紋
を
極
め

た
解
説
が
あ
る
。
就
い
て
見
ら
れ
た
い
。

〈
抑
)
回
広
色
p
m
p
-
H守一

H.R・同】匂
-
h
F
H

間
待
ロ
O
門白斗

u
b
u
(目白骨四∞
)

h

〉
広
島
田
ロ
amw
〈
ロ
ロ
匂
・
日
目
)
・

一

前

々

号

拙

稿

訂

正

円

心
一
一
九
頁
一
回
行
自
ア
ン
ヂ
ュ
ウ
伯
・
:
:
・
と
再
婚
(
一
二
八
)
|
↓
ア
ン
デ
ュ
ウ
伯
:
:
:
と
再
婚
(
一
一
二
八
〉
一

ん

H

一

六

行

自

プ

ロ

ア

伯

エ

テ

ィ

エ

ン

ヌ

|

↓

ブ

ル

ワ

伯

:

;

~




